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― Abstract ―

A Study and Notes on the Kojiki vol.3
 Poetry and Prose in the Chapters of Yūryaku, Seinei & Kenzō 

IKOMA Nagayuki 

The Kojiki, Japan’s oldest classical literary work, contains many poems. Most of these poems, 60 
out of a total of 111, appear in the 3rd (last) volume of the Kojiki. When looking at the individual 
chapters within this volume, the chapter on Emperor Nintoku stands out as containing the largest 
amount of poems (23), followed by Emperor Yūryaku’s (14) and Emperor Ingyō’s (12) chapters. This 
can be attributed to Nintoku and Yūryaku’s prominence as emperors, and the large amount of tales 
that have been written about them.   

The Nintoku chapter contains romantic poems about Emperor Nintoku and Empress Iwanohime, 
whereas Emperor Yūryaku’s chapter features poems about imperial visits and banquet ceremonies. 
The poems contained in Emperor Ingyō’s chapter are not about the emperor himself, but about 
Prince Karu and his younger sister Princess Karu. At its base, the 3rd volume of the Kojiki is a 
historical portrayal of the “Age of Humanity”, but it is told through a many tales and poems about 
love, battles for the throne, etc.   

In my research I have analyzed and provided notes on the prose and the 60 poems in the 3rd 

volume of the Kojiki. I have presented my analysis of 10 poems from the Yūryaku chapter before, so 
this time I will provide my analysis of the remaining 4 Yūryaku poems, as well as 6 poems from the 
Seinei chapter and 2 poems from the Kenzō chapter. 

The poems and prose I have analyzed for this work are as follows: 
 

ⅰThe Chapter of Yūryaku 
①Poems of the Emperor and the Empress 

-Yamatono konotakechini…… (No.100) 
-Momoshikino ōmiyagitoha…… (No.101) 

②Poems of the Emperor and Lady Odo 
-Minasosoku wominowotome…… (No.102) 
-Yasumishishi wagaōkimino…… (No.103) 

ⅱThe Chapter of Seinei 
③Prince Woke and Shibinoomi’s contest for Ofuwo 

-Ōmiyano wototuhatade……(No.104) 
-Ōtakumi wodinamikoso……(No.105) 
-Ōkimino kokorowoyurami……(No.106) 
-Shihosheno naoriwomireba……(No.107) 
-Ōkimino mikonoshibakaki……(No.108) 
-Ofuwoyoshi shibitukuamayo……(No.109) 
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ⅲThe Chapter of Kenzō 
④Longing for old woman Okime 
-Asadihara wodaniwoshugite……(No.110) 
-Okimemoya afuminookime……(No.111) 
 
This study has provided two results. The first is a literary analysis of the expression of space 

between the prose and the poems. The second is that I was able to provide proof that through the 
chapters of Yūryaku to Kenzō, the intent of the Kojiki is to provide a description of history. I was also 
able to provide new analyses for poems that I had not been able to explain before.   
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《
個
人
研
究
第
1
種
》

『
古
事
記
』
下
巻
の
注
釈
と
研
究

雄
略
・
清
寧
・
顕
宗
記
の
歌
と
散
文

居

駒

永

幸

一
、
雄
略
・
清
寧
・
顕
宗
記
の
注
釈
と
そ
の
方
針

『
古
事
記
』（
以
下
、
記
）
下
巻
に
記
載
さ
れ
た
歌
は
、
仁
徳
記
か
ら
顕
宗
記
ま

で
の
六
十
首
に
の
ぼ
る
。
天
皇
記
ご
と
に
見
る
と
、
仁
徳
記
の
二
十
三
首
が
群
を

抜
い
て
多
く
、
雄
略
記
十
四
首
、
允
恭
記
十
二
首
が
そ
れ
に
続
く
。
こ
の
歌
数
は

仁
徳
と
雄
略
の
際
立
っ
た
人
物
像
と
そ
の
説
話
の
多
さ
に
関
係
し
て
い
る
。
仁
徳

記
の
場
合
は
大
后
石
之
日
売
の
嫉
妬
や
豊
楽
に
関
わ
る
歌
、
雄
略
記
で
は
求
婚
・

狩
猟
や
豊
楽
の
歌
で
あ
る
。
允
恭
記
の
場
合
は
、
天
皇
の
歌
は
な
く
、
皇
位
継
承

が
で
き
な
か
っ
た
軽
太
子
を
め
ぐ
る
歌
で
あ
る
。
記
下
巻
は
「
人
の
時
代
」
の
歴

史
叙
述
に
な
る
が
、
そ
れ
だ
け
恋
や
争
い
な
ど
の
多
様
な
説
話
が
歌
と
と
も
に
語

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

本
研
究
で
は
記
下
巻
の
六
十
首
の
歌
と
散
文
に
つ
い
て
注
釈
と
研
究
に
取
り

組
ん
で
き
た
。そ
の
う
ち
雄
略
記
の
十
首
ま
で
は
す
で
に
注
釈
を
発
表
し
た
の
で
、

こ
の
成
果
報
告
で
は
雄
略
記
の
最
後
の
四
首
、
清
寧
記
の
六
首
、
顕
宗
記
二
首
と

そ
の
散
文
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
基
づ
く
注
釈
を
試
み
る
。
本
稿
で

注
釈
の
対
象
と
す
る
歌
と
散
文
の
項
目
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

雄
略
記

　

①
大
后
と
天
皇
の
唱
和

　
　

大
和
の　

こ
の
高
市
に
…
…
…
…
…
…
（
記
100
）

　
　

も
も
し
き
の　

大
宮
人
は
…
…
…
…
…
（
記
101
）

　

②
天
皇
と
袁
杼
比
売
の
唱
和

　
　

水
そ
そ
く　

臣
の
嬢
子
…
…
…
…
…
…
（
記
102
）

　
　

や
す
み
し
し　

わ
が
大
君
の
…
…
…
…
（
記
103
）

清
寧
記

　

③
袁
祁
王
と
志
毘
臣
の
妻
争
い

　
　

大
宮
の　

彼
つ
端
手
…
…
…
…
…
…
…
（
記
104
）

　
　

大
匠　

拙
劣
み
こ
そ
…
…
…
…
…
…
…
（
記
105
）

　
　

大
君
の　

心
を
緩
み
…
…
…
…
…
…
…
（
記
106
）

　
　

塩
瀬
の　

波
折
り
を
見
れ
ば
…
…
…
…
（
記
107
）

　
　

大
君
の　

御
子
の
柴
垣
…
…
…
…
…
…
（
記
108
）

　
　

大
魚
よ
し　

鮪
突
く
海
人
よ
…
…
…
…
（
記
109
）

顕
宗
記

　

④
置
目
老
媼
へ
の
愛
惜
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浅
茅
原　

小
谷
を
過
ぎ
て
…
…
…
…
…
（
記
110
）

　
　

置
目
も
や　

淡
海
の
置
目
…
…
…
…
…
（
記
111
）

本
研
究
に
お
け
る
注
釈
の
方
針
は
、
歌
だ
け
で
な
く
、
歌
の
前
後
の
散
文
も
含

め
て
施
注
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
歌
だ
け
を
取
り
出
し
て
古
代

歌
謡
と
し
て
理
解
す
る
立
場
を
と
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
記
の
歌
は
記

の
文
脈
の
中
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
文
脈
に
お
い
て
解
釈
す
る
と
い

う
の
が
必
須
の
条
件
と
な
る
。
記
に
お
い
て
は
一
首
を
除
い
て
す
べ
て
の
歌
に
う

た
い
手
を
明
記
し
て
い
る
。そ
の
例
外
の
一
首
、記
74
も
う
た
い
手
が
天
皇
で
あ
っ

た
た
め
に
、
あ
え
て
記
述
し
な
か
っ
た
と
解
さ
れ
る
。
記
の
文
脈
で
は
す
べ
て
特

定
の
人
物
（
神
）
に
よ
っ
て
う
た
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
不
特
定
の
集
団

で
う
た
わ
れ
る
歌
謡
と
見
な
し
て
い
な
い
。
本
稿
で
「
歌
謡
」
の
用
語
を
用
い
な

い
の
は
そ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
る
。

記
で
は
本
文
の
中
に
本
来
無
関
係
の
独
立
歌
謡
を
転
用
し
、
恣
意
的
に
記
載
す

る
と
い
う
事
態
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
は
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と
は
、

歌
が
う
た
い
手
の
声
と
し
て
事
実
性
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
。
歌
は
事
件
や
宮
廷
の

出
来
事
の
証
言
と
言
え
る
。
歌
自
体
が
宮
廷
史
を
伝
え
る
も
の
で
あ
り
、
記
に
お

い
て
は
歴
史
叙
述
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
歌
の
叙
事
か
ら
散
文
叙
述

が
生
成
し
て
く
る
と
い
う
の
が
記
の
歌
と
散
文
の
関
係
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な

記
の
文
脈
で
は
、
歌
と
散
文
の
あ
い
だ
の
表
現
空
間
を
読
み
取
ら
せ
る
仕
組
み
に

な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
そ
の
表
現
空
間
を
解
読
し
、
注
釈
作
業
を
進
め

て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

な
お
、
こ
の
よ
う
な
注
釈
作
業
は
、
記
上
巻
の
「
古
事
記
神
話
の
歌
と
散
文

―
―
表
現
空
間
の
解
読
と
注
釈
―
―
」（『
明
治
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
』

二
〇
一
四
年
三
月
）
を
最
初
と
し
、
以
後
、
継
続
的
に
進
め
て
い
る
。
記
下
巻
の

仁
徳
記
か
ら
雄
略
記
の
十
首
ま
で
の
注
釈
は
次
の
よ
う
に
発
表
し
て
い
る
。

「
仁
徳
記
の
歌
と
散
文
（
Ⅰ
）」（『
明
治
大
学
教
養
論
集
』
五
三
七
、二
〇
一
八

年
十
二
月
）

「
仁
徳
記
の
歌
と
散
文
（
Ⅱ
）」（『
明
治
大
学
教
養
論
集
』
五
三
九
、二
〇
一
九

年
三
月
）

「
仁
徳
記
の
歌
と
散
文
（
Ⅲ
）」（『
明
治
大
学
教
養
論
集
』
五
四
〇
、二
〇
一
九

年
九
月
）

「
允
恭
記
の
歌
と
散
文
（
Ⅰ
）」（『
明
治
大
学
教
養
論
集
』
五
四
五
、二
〇
一
九

年
十
二
月
）

「
履
中
記
・
允
恭
記（
Ⅱ
）の
歌
と
散
文
」（『
明
治
大
学
経
営
学
部
人
文
科
学
論
集
』

六
六
、二
〇
二
〇
年
三
月
）

「
雄
略
記
の
歌
と
散
文
（
Ⅰ
）」（『
明
治
大
学
教
養
論
集
』
五
四
六
、二
〇
二
〇

年
三
月
）

「
雄
略
記
の
歌
と
散
文
（
Ⅱ
）」（『
明
治
大
学
教
養
論
集
』
五
四
九
、二
〇
二
〇

年
九
月
）

以
上
は
、
二
〇
一
八
年
度
か
ら
二
年
間
の
本
研
究
の
成
果
と
な
る
が
、
本
稿
で

は
雄
略
記
の
残
り
四
首
と
清
寧
記
・
顕
宗
記
の
八
首
の
歌
と
散
文
を
取
り
上
げ
る
。

訓
読
文
・
本
文
・
校
異
を
示
し
た
上
で
、
現
代
語
訳
（
歌
）・
語
釈
そ
し
て
解
説

を
述
べ
る
と
い
う
方
針
や
ス
タ
イ
ル
は
、
こ
れ
ま
で
の
注
釈
と
基
本
的
に
変
わ
ら

な
い
。

二
、
大
后
と
天
皇
の
唱
和

【
訓
読
文
】

爾し
か

し
て
、
大お

ほ
き
さ
き后

、
歌
ひ
き
。
其そ

の
歌
に
曰い

は
く
、

　

倭や
ま
との　

こ
の
高た

け
ち市

に

　

小こ

高だ
か

る　

市い
ち

の
高つ

か
さ処

　

新に
ひ

嘗な
へ

屋や

に　

生お

ひ
立だ

て
る
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葉は

広び
ろ　

斎ゆ

つ
真ま

つ
ば
き椿

　

そ
が
葉は

の　

広ひ
ろ

り
坐い

ま
し

　

そ
の
花は

な
の　

照て

り
坐い

ま
す

　

高た
か

光ひ
か

る　

日ひ

の
御み

こ子
に

　

豊と
よ

御み

き酒　

献
た
て
ま
つら

せ

　

事こ
と

の　

語か
た

り
言ご

と
も　

こ
を
ば 

（
記
100
）

即す
な
はち

、
天

す
め
ら
み
こ
と

皇
の
歌
ひ
て
曰
は
く
、

　

も
も
し
き
の　

大お
ほ
み
や
ひ
と

宮
人
は

　

鶉
う
づ
ら

鳥と
り　

領ひ

巾れ

取と

り
懸か

け
て

　

鶺ま
な
ば
し
ら鴒　

尾を

行ゆ

き
合あ

へ

　

庭に
は

雀す
ず
め

　

群う
ず
す
ま集

り
居ゐ

て

　

今け

ふ日
も
か
も　

酒さ
か

水み

漬づ

く
ら
し

　

高た
か

光ひ
か

る　

日ひ

の
宮み

や
ひ
と人

　

事こ
と

の　

語か
た

り
言ご

と
も　

こ
を
ば 

（
記
101
）

此こ

の
三
つ
の
歌
は
、
天あ

ま

語が
た
り

歌う
た

ぞ
。

故か
れ

、
此
の
豊と

よ

楽あ
か
りに

、
其そ

の
三み

へ重
の
婇う

ね
めを

誉ほ

め
て
、
多あ

ま
た
の
禄も

の
を
給た

ま
ひ
き
。

【
本
文
】

尓
、
大（

1
）后

歌
。
其
歌
曰
、

夜
麻
登
能　

許
能
多
気
知
尓　

古
陀
加
流　

伊
知
能
都
加
佐　

尓
比
那
閇

夜
尓　

淤
斐
陀
弖
流　

波
毘
呂　

由
都
麻
都
婆
岐　

曽
賀
波
能　

比
呂

理
伊
麻
志　

曽
能
波
那
能　

弖
理
伊
麻
須　

多
加
比
加
流　

比
能
美
古
尓　

登
余
美
岐　

多
弖
麻
都
良
勢　

許
登
能　

加
多
理
碁
登
母　

許
袁
婆

即
、
天
皇
歌
曰
、

毛
々
志
紀（

2
）

能　

淤
富
美
夜
比
登
波　

宇
豆
良
登
理　

比
礼
登
理
加
気
弖　

麻
那
婆
志
良　

袁
由
岐
阿
閇　

尓
波
須
受
米　

宇
受
須
麻
理
韋
弖　

祁
布

母
加
母　

佐
加
美
豆
久
良
斯　

多
加
比
加
流　

比
能
美
夜
比
登　

許
登
能　

加
多
理
碁
登
母　

許
袁
婆

此
三（

3
）歌

者
、
天
語
歌
也
。

故
、
於
此（

4
）豊

楽
、
誉
其
三
重
婇
而
、
給
多
禄
也
。

【
校
異
】（
１
）
底
本
「
太
」。
卜
部
系
諸
本
に
よ
る
。（
２
）
底
本
「
記
」。
卜
部

系
に
よ
る
。（
３
）
底
本
「
之
」。
底
本
右
傍
書
に
よ
る
。（
４
）
底
本
ナ
シ
。
卜

部
系
に
よ
る
。

【
現
代
語
訳
】

大
和
の
こ
の
高
い
場
所
の
市
に
、
小
高
い
市
の
丘
に
あ
る
新
嘗
を
召
し
上
が
る

建
物
の
そ
ば
に
生
い
立
っ
て
い
る
、
葉
の
広
く
神
々
し
い
椿
。
そ
の
葉
の
ま
ま
に

ゆ
っ
た
り
と
広
が
っ
て
お
ら
れ
、そ
の
花
の
ま
ま
に
照
り
輝
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
、

（
高
光
る
）
日
の
御
子
に
豊
御
酒
を
差
し
上
げ
て
く
だ
さ
い
。
古
事
の
語
り
伝
え

は
こ
の
よ
う
に
（
申
し
上
げ
ま
す
）。 

（
記
100
）

（
も
も
し
き
の
）
大
宮
人
は
、
鶉
の
よ
う
に
領
巾
を
取
り
懸
け
て
、
鶺
鴒
の
よ

う
に
裳
裾
を
引
い
て
行
き
交
い
、
庭
雀
の
よ
う
に
う
ず
く
ま
り
集
ま
っ
て
、
今
日

は
ま
あ
、
酒
に
浸
っ
て
い
る
ら
し
い
。（
高
光
る
）
日
の
宮
人
た
ち
は
。
古
事
の

語
り
伝
え
は
こ
の
よ
う
に
（
申
し
上
げ
ま
す
）。 

（
記
101
）

 【
語
釈
】

大
后　

皇
后
の
若
日
下
部
王
の
こ
と
。
雄
略
天
皇
の
求
婚
の
段（
記
90
語
釈
参
照
、

前
掲
「
雄
略
記
の
歌
と
散
文
〈
Ⅰ
〉」）
に
、「
初
め
、大
后
、日
下
に
坐
し
し
時
に
」

と
あ
り
、若
日
下
部
王
の
立
后
が
記
さ
れ
る
。
三
重
婇
の
献
歌
と
赦
免
を
受
け
て
、

日
の
御
子
と
し
て
の
天
皇
の
権
威
と
有
徳
を
う
た
う
の
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』（
以

下
、紀
）
の
雄
略
五
年
二
月
条
に
も
天
皇
が
皇
后
の
諌
言
を
受
け
入
れ
て
「
善
言
」
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を
得
る
話
が
あ
る
。

倭
の　

こ
の
高
市
に　

小
高
る　

市
の
高
処　
「
倭
」
は
前
歌
の
「
纏
向
の
」
を

受
け
、
散
文
で
「
長
谷
の
百
枝
槻
の
下
」
と
理
解
さ
れ
る
地
域
、
す
な
わ
ち
大
和

国
の
東
部
、
三
輪
山
の
麓
一
帯
を
指
す
。
タ
ケ
チ
は
タ
カ
イ
チ
の
約
音
で
、
高
台

の
地
に
立
つ
市
の
意
の
普
通
名
詞
。『
古
事
記
傳
』（
以
下
、『
記
傳
』）
が
「
人
の

集
ま
る
處
」
と
し
、『
時
代
別
国
語
大
辞
典
・
上
代
編
』
は
物
品
の
交
換
、
歌
垣
・

会
議
・
神
宴
な
ど
が
行
わ
れ
、
大
木
の
あ
る
神
聖
な
場
所
が
選
ば
れ
た
と
す
る
。

神
代
紀
上
の
「
會
二
八
十
萬
神
於
天
高
市
一
而
問
之
」
は
集
会
の
場
所
、『
常
陸
国

風
土
記
』
久
慈
郡
に
も
「
高
市
」
が
見
え
る
。
万
葉
歌
に
出
て
く
る
「
海つ

ば

き

ち

石
榴
市

の　

八や

そ十
の
衢ち

ま
た」（

12
・
二
九
五
一
）
の
海
石
榴
市
も
三
輪
山
麓
の
高
台
に
あ
っ

て
交
通
・
水
路
の
要
衝
に
立
地
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
市
が
立
つ
微
高
地
が
普
通

名
詞
の
「
高
市
」
で
あ
っ
て
、
大
和
国
高
市
郡
は
そ
の
よ
う
な
場
所
が
特
定
の
地

名
と
な
っ
た
例
で
あ
る
。「
小
高
る
」
は
少
し
高
く
な
っ
て
い
る
の
意
で
、
形
容

詞
の
語
幹
に
ル
が
付
い
た
動
詞
。
ツ
カ
サ
は
小
高
い
場
所
、
丘
の
こ
と
で
、
万
葉

歌
に
「
佐さ

ほ保
川が

は
の　

涯き
し

之の

官つ
か
さ

能の　

柴し
ば

な
刈
り
そ
ね
」（
４
・
五
二
九
）、「
山や

ま
た
に谷

越

え
て　

野の

づ

か

さ

に

豆
加
佐
尓
」（
17
・
三
九
一
五
）
と
あ
る
。「
小
高
る　

市
の
高
処
」
は

「
高
市
」
の
説
明
で
あ
り
、
同
じ
意
味
の
詞
句
の
言
い
換
え
に
な
っ
て
い
る
。

新
嘗
屋
に　

生
ひ
立
て
る　

葉
広　

斎
つ
真
椿　
「
新
嘗
屋
に　

生
い
立
て
る
」

は
前
歌
で
「
百
足
る　

槻
が
枝
」
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。「
生
ひ
立
て
る　

葉
広　

斎
つ
真
椿
」
は
呪
言
系
の
木
讃
め
の
詞
章
と
見
ら
れ
る
。
仁
徳
記
に
「
生お

ひ
立だ

て

る　

葉は

広び
ろ　

斎ゆ

つ
真ま

椿つ
ば
き

　

其し

が
花は

な

の　

照て

り
坐い

ま

し　

其し

が
葉は

の　

広ひ
ろ

り
坐い

ま

す
は　

大お
ほ
き
み君

ろ
か
も
」（
記
57
）
と
い
う
、天
皇
を
讃
美
す
る
同
じ
詞
章
が
あ
る
。「
葉
広
」

は
垂
仁
記
「
在
二
甜
白
檮
之
前
一
葉
広
熊
白
檮
令
二
宇
気
比
枯
一
、
亦
、
令
二
宇
気
比

生
一
」
と
、
カ
シ
に
も
用
い
ら
れ
、
ウ
ケ
ヒ
で
神
意
を
問
う
神
木
の
称
辞
と
な
っ

て
い
る
。
新
嘗
屋
の
庭
に
神
木
の
槻
と
椿
が
立
ち
栄
え
て
い
る
と
い
う
景
物
を
提

示
す
る
こ
と
で
、
豊
楽
の
場
の
神
聖
な
空
間
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
四
句
は
雄
略
の
長
谷
朝
倉
宮
で
行
わ
れ
る
新
嘗
の
豊
楽
を
寿
祝
す
る
意
味
が

あ
る
が
、「
新
嘗
屋
」
は
前
歌
の
「
纏
向
の
日
代
の
宮
」
を
起
源
と
す
る
「
新
嘗
屋
」

に
重
な
る
こ
と
を
叙
述
す
る
。

そ
が
葉
の　

広
り
坐
し　

そ
の
花
の　

照
り
坐
す　

こ
の
対
句
は
「
広
り
」
と
「
照

り
」
が
逆
の
詞
形
で
記
57
に
出
て
く
る
。
定
型
的
な
天
皇
称
辞
で
あ
っ
た
と
見
ら

れ
る
。
こ
の
称
辞
の
古
代
性
は
記
57
の
語
釈
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
椿
の
花
の
よ

う
に
」
で
は
な
く
、「
椿
の
花
そ
の
ま
ま
に
」
と
い
う
、
天
皇
と
椿
の
花
の
あ
い

だ
の
呪
的
な
同
一
性
と
い
う
表
現
に
あ
る
。
常
緑
の
椿
の
葉
や
花
は
生
命
力
溢
れ

る
呪
物
で
あ
っ
て
、
そ
れ
と
同
じ
生
命
力
を
も
つ
天
皇
を
称
え
て
い
る
わ
け
で
あ

る
。

高
光
る　

日
の
御
子
に　

豊
御
酒　

献
ら
せ　

事
の　

語
り
言
も　

こ
を
ば　

「
高
光
る　

日
の
御
子
に
」
は
雄
略
天
皇
に
対
す
る
称
句
。
前
句
の
「
照
り
坐
す
」

を
「
高
光
る
」
が
受
け
て
、
天
照
大
御
神
の
子
孫
た
る
「
日
の
御
子
」
を
提
示
す

る
。
ニ
は
格
助
詞
で
「
献
ら
せ
」
に
か
か
る
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
が
、
新
編

全
集
『
古
事
記
』
は
間
投
助
詞
と
し
、「
日
の
御
子
よ
」
の
意
に
解
す
る
。「
豊
御

酒
」
の
ト
ヨ
と
ミ
は
酒
の
美
称
で
、『
続
日
本
紀
』（
以
下
、『
続
紀
』）
天
平
十
五

年
五
月
、
内
裏
の
宴
で
の
天
皇
御
製
に
「
御み

ま孫
の
命み

こ
との　

取と

り
持も

ち
て　

こ
の
豊と

よ

御み

き酒
を　

厳い
か

献た
て
ま
つる

」（
続
紀
３
）
と
あ
る
。
宮
廷
儀
礼
の
酒
宴
歌
で
神
や
天
皇
に

用
い
る
歌
語
と
見
ら
れ
る
。「
献
る
」
は
献
上
す
る
意
の
謙
譲
語
と
召
し
上
が
る

意
の
尊
敬
語
が
あ
り
、セ
は
尊
敬
の
助
動
詞
ス
の
命
令
形
。「
御
孫
の
命
」（
天
皇
）

の
場
合
、
天
皇
が
自
ら
に
敬
語
を
用
い
る
自
敬
表
現
と
な
る
が
、「
日
の
御
子
に
」

で
は
散
文
に
「
后
、
歌
ひ
き
」
と
あ
る
の
で
、「
獻
れ
と
人
に
仰
せ
賜
ふ
」
と
『
記

傳
』
が
言
う
よ
う
に
、
謙
譲
語
に
敬
語
を
添
え
た
形
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
前
歌
の
三
重
婇
の
奉
盞
を
受
け
て
、
大
后
若
日
下
王
が
「
豊
御
酒

を
差
し
上
げ
な
さ
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
三
重
婇
に
敬
語
を
用
い
た
こ
と
に
な
る
。

語
法
上
の
異
例
に
対
し
て
、『
古
代
歌
謡
全
注
釈
・
古
事
記
編
』
は
実
際
の
奏
上
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者
を
海
人
駈
使
と
し
、「
真
実
は
海
人
駈
使
の
采
女
に
対
す
る
敬
語
」
で
、
記
の

所
伝
に
よ
っ
て
大
后
の
采
女
に
対
す
る
敬
語
と
な
っ
た
と
す
る
。
海
人
駈
使
が
奏

上
者
か
不
明
で
あ
る
し
、
な
ぜ
所
伝
に
歌
詞
を
合
わ
せ
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
疑

問
も
あ
る
。
ニ
を
間
投
助
詞
と
す
る
説
も
こ
の
異
例
に
対
処
す
る
た
め
と
考
え
ら

れ
る
が
、
や
は
り
ニ
は
格
助
詞
で
大
后
の
三
重
婇
に
対
す
る
敬
語
と
見
る
ほ
か
な

い
。
ス
は
軽
い
敬
意
で
親
し
み
を
表
わ
す
語
で
あ
り
、
八
千
矛
神
が
沼
河
比
売
に

「
嬢を

と
め子

の　

寝な

す
や
板い

た

戸ど

を　

押お

そ
ぶ
ら
ひ
」（
記
２
）
と
う
た
い
か
け
、
神
武
天

皇
が
「
前こ

な
み妻

が　

肴な

こ乞
は
さ
ば
」（
記
９
）
と
う
た
う
例
が
あ
る
。『
記
紀
歌
謡
評

釈
』
が
言
う
よ
う
に
、「
尊
者
へ
の
勧
盃
を
意
味
す
る
慣
用
句
と
し
て
用
い
ら
れ
」

た
も
の
あ
ろ
う
。
散
文
と
の
関
係
に
お
い
て
も
、
語
法
的
な
異
例
、
あ
る
い
は
矛

盾
と
は
と
ら
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。「
事
の
」
以
下
の
結
び
句
は
奏
上

す
る
対
象
が
分
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
が
、
前
歌
と
同
様
、「
日
の
御
子
」
と

見
て
よ
い
。

も
も
し
き
の　

大
宮
人
は　

モ
モ
シ
キ
ノ
は
「
大
宮
」
の
枕
詞
。
万
葉
歌
の
表
記

に
「
百
磯
城
」「
百
石
城
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
モ
モ
は
「
百
」
で
多
数
、
シ
は

「
石
」、
キ
は
「
城
」
の
意
と
考
え
ら
れ
る
。
多
く
の
石
を
敷
き
詰
め
て
築
い
た
城

の
意
か
ら
「
大
宮
」
に
か
か
る
。
キ
は
乙
類
で
、
敷
（
シ
キ
）
の
キ
は
甲
類
で
あ

る
か
ら
「
百
敷
の
」
の
意
で
は
な
い
。
万
葉
歌
で
は
額
田
王
の
天
智
挽
歌
群
「
百も

も

磯し

城き

乃の　

大お
ほ
み
や
ひ
と

宮
人
は　

行ゆ

き
別
れ
な
む
」（
２
・
一
五
五
）
が
初
出
例
で
、
柿
本
人

麻
呂
や
山
部
赤
人
の
吉
野
讃
歌
な
ど
に
見
ら
れ
、
宮
廷
儀
礼
歌
に
詠
ま
れ
る
宮
讃

め
の
定
型
句
で
あ
る
。「
大
宮
」
は
皇
宮
の
称
辞
で
、「
宮
人
」
は
允
恭
記
に
「
宮み

や

人ひ
と

響と
よ

む　

里さ
と
び
と人

も
ゆ
め
」（
記
81
）
と
あ
る
よ
う
に
、
里
人
に
対
し
て
宮
に
仕
え

る
官
人
を
言
う
。「
大
宮
人
」
は
長
谷
朝
倉
宮
に
仕
え
、
豊
楽
の
酒
宴
に
参
席
す

る
人
々
を
讃
美
し
て
い
る
。

鶉
鳥　

領
巾
取
り
懸
け
て　

ウ
ヅ
ラ
は
キ
ジ
科
で
体
長
約
二
〇
セ
ン
チ
、
尾
は
短

く
、
体
は
丸
い
。
全
体
に
褐
色
だ
が
、
頭
か
ら
背
の
白
っ
ぽ
い
縦
斑
を
、
宮
仕
え

の
女
性
が
肩
に
懸
け
る
ヒ
レ
に
喩
え
た
。
万
葉
歌
で
は
「
鶉
」
が
「
い
這
ひ
も
と

ほ
り
」
に
続
く
形
で
三
例
見
ら
れ
、
低
頭
歩
行
す
る
習
性
を
大
宮
人
の
奉
仕
の
姿

に
喩
え
て
い
る
。
ウ
ヅ
ラ
ト
リ
は
ニ
ホ
ド
リ
や
ヲ
シ
ド
リ
の
よ
う
に
ト
リ
を
重
ね

た
も
の
で
、
こ
こ
で
は
五
音
句
に
整
え
た
も
の
。
ヒ
レ
は
記
上
巻
に
「
蛇
比
礼
」、

応
神
記
に
「
振
浪
比
礼
」
な
ど
と
呪
具
と
し
て
出
て
く
る
。
万
葉
歌
に
「
浜は

ま

菜な

摘つ

む　

海あ

ま人
娘を

と
め子

ら
が　

う
な
が
せ
る　

領ひ

れ巾
文も

照て
る

蟹が
に

」（
13
・
三
二
四
三
）
と
、

「
領
巾
」
の
訓
字
表
記
が
あ
る
。
ま
た
、
天
武
紀
十
一
年
三
月
条
に
采
女
の
「
肩

巾
」
に
ヒ
レ
の
訓
注
が
あ
り
、
そ
の
着
用
が
禁
止
さ
れ
る
が
、『
続
紀
』
慶
雲
二

年
四
月
条
で
再
度
許
可
さ
れ
る
。『
倭
名
類
聚
抄
』
に
は
「
背
子
婦
人
表
衣
以
錦

為
之
領
巾 

日
本
紀
私
記
云
比
禮 

婦
人
項
上
餝
也
」
と
、
婦
人
の
表
衣
に
か
け
る
装

飾
巾
と
し
、
高
貴
な
人
ほ
ど
長
大
で
あ
っ
た
ら
し
い
（
関
根
真
隆
『
奈
良
朝
服
飾

の
研
究
』）。『
古
代
歌
謡
全
注
釈
・
古
事
記
編
』
は
「
こ
こ
の
「
大
宮
人
」
は
男
性
」

と
す
る
が
、
采
女
な
ど
女
官
の
服
飾
を
指
す
表
現
と
見
た
方
が
よ
い
。

鶺
鴒　

尾
行
き
合
へ　

マ
ナ
バ
シ
ラ
は
セ
キ
レ
イ
の
こ
と
。『
釈
日
本
紀
』
の
秘

訓
に
「
鶺
鴒
ツ
ヽ
マ
ナ
ハ
シ
ラ
」、『
新
撰
字
鏡
』
に
「
鶺
豆
□
万
奈
柱
」（
□
は
々
か
）

と
あ
る
。
神
武
記
に
「
あ
め
鶺つ

つ鴒　

千ち
ど
り鳥

ま
鵐し

と
と」（

記
17
）
と
あ
り
、
ツ
ツ
と
も

呼
ば
れ
た
。
セ
キ
レ
イ
は
長
い
尾
を
上
下
に
振
り
な
が
ら
せ
わ
し
く
歩
行
す
る
習

性
を
も
つ
こ
と
か
ら
、
裳
裾
を
引
い
て
行
き
交
い
奉
仕
す
る
大
宮
人
の
姿
に
喩
え

た
。『
記
紀
歌
謡
評
釈
』
は
「
文
脈
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
「
行
き
」
は
、
尾
の
状

態
」
を
表
わ
す
と
し
、『
記
傳
』
の
「
宮ヒ

メ
ト
ネ女

等タ
チ

の
、
あ
ま
た
並ナ

ミ

座ヰ

た
る
裳
ど
も
の
、

後シ
リ

方ヘ

に
、
長
く
引ヒ

カ
れ
た
る
が
、
相
並
び
連
な
り
た
る
状サ

マ
」
を
支
持
し
て
「
長
い
裳

の
裾
を
た
が
い
に
重
ね
合
わ
せ
て
居
並
び
」
と
口
語
訳
す
る
。
万
葉
歌
の
「
道み

ち

尓に

往ゆ
き

相あ
ひ

而て　

外よ
そ

目め

に
も　

見
れ
ば
良
き
児こ

を
」（
12
・
二
九
四
六
）
の
ア
ヒ
は
出
会

う
意
で
四
段
動
詞
で
あ
る
が
、こ
の
ア
ヘ
は
下
二
段
活
用
の
他
動
詞
で
あ
る
か
ら
、

裳
裾
を
行
き
合
わ
せ
る
、す
な
わ
ち
行
き
交
う
と
い
う
意
に
な
る
。こ
の
場
合
、「
鶺

鴒　

尾
（
↓
裳
裾
）
行
き
合
へ
」
と
い
う
、
尾
か
ら
裳
裾
へ
の
意
味
の
転
換
が
あ
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る
と
解
さ
れ
る
。
文
脈
的
に
は
無
理
な
語
法
で
も
、
こ
の
三
連
対
が
鳥
の
習
性
に

基
づ
く
大
宮
人
の
奉
仕
の
姿
を
表
わ
す
と
い
う
共
通
性
に
よ
っ
て
、
尾
の
意
味
の

転
換
は
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

庭
雀　

群
集
り
居
て　

ニ
ハ
ス
ズ
メ
は
ス
ズ
メ
の
こ
と
。ニ
ハ
ク
ナ
ブ
リ（
鶺
鴒
）、

ニ
ハ
ト
リ
（
鶏
）
と
同
様
、ニ
ハ
（
庭
）
が
付
い
た
鳥
名
。
ス
ズ
メ
が
庭
に
群
が
っ

て
餌
を
あ
さ
る
習
性
を
、
大
宮
人
が
宮
廷
に
集
ま
っ
て
酒
宴
に
興
ず
る
姿
に
喩
え

た
。『
記
傳
』
は
次
の
句
の
序
で
あ
る
こ
と
は
前
の
二
例
と
同
じ
と
し
、『
古
代
歌

謡
全
注
釈
・
古
事
記
編
』
は
「
比
喩
的
枕
詞
」
と
す
る
が
、
序
詞
や
枕
詞
の
修
辞

法
が
確
立
す
る
以
前
の
、鳥
の
習
性
に
人
事
を
重
ね
た
比
喩
句
と
見
て
お
く
。『
記

傳
』
に
、
ウ
ズ
は
「
群ム

ラ
ガる

」、
ス
マ
リ
は
「
多
く
會ア

ヒ
ツ
ド集

へ
る
」
で
、「
庭
雀
の
如
く
、

多
く
群

ム
ラ
ガ
リ
ツ
ド
ヒ集

居ヰ

て
」
の
意
と
す
る
。『
厚
顔
抄
』
は
「
蹲
リ
居
ル
様
ヲ
雀
ノ
庭
ニ

居
タ
ル
ニ
喩
へ
」
と
、
ウ
ズ
ク
マ
ル
の
語
を
示
し
、『
古
代
歌
謡
全
注
釈
・
古
事

記
編
』
も
ウ
ズ
（
踞
）・
ス
マ
ル
（
集
）
で
「
大
宮
人
が
し
ゃ
が
ん
で
集
ま
り
、

酒
盛
り
を
し
て
い
る
様
子
」
と
す
る
。
そ
れ
は
『
類
聚
名
義
抄
』
の
「
踞
ウ
ズ
ク

マ
ル 

ウ
ズ
ヰ
」
な
ど
に
よ
る
が
、
雀
と
し
ゃ
が
む
様
子
は
う
ま
く
か
み
合
わ
な
い
。

雀
の
群
が
り
集
ま
る
習
性
を
多
く
の
大
宮
人
が
集
ま
っ
て
酒
宴
に
興
じ
る
様
子
に

喩
え
た
と
解
し
て
お
く
。

今
日
も
か
も　

酒
水
漬
く
ら
し　

モ
は
詠
嘆
、
カ
モ
は
疑
問
を
含
む
詠
嘆
で
、
推

定
の
助
動
詞
ラ
シ
で
結
ぶ
。
万
葉
歌
に
「
も
も
し
き
の　

大お
ほ
み
や
ひ
と

宮
人
者は　

今け

ふ日
毛も

鴨か
も　

暇い
と
まを

な
み
と　

里
に
出い

で
ざ
ら
む
」（
６
・
一
〇
二
六
）
と
あ
り
、
作
者
は
豊
島
采

女
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
大
宮
人
は
〜
今
日
も
か
も
」
は
宮
廷
讃
歌
の
定
型
句
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
儀
礼
の
日
を
最
高
に
す
ば
ら
し
い
、
喜
ば
し
い
日
と
し

て
称
え
る
意
味
が
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
サ
カ
ミ
ヅ
ク
は
「
酒
水
漬
く
」
で
、
酒
に

漬
か
る
、酒
盛
り
を
す
る
と
い
う
意
。
武
烈
紀
に
「
獣し

し
じ
も
の　

水み

づ漬
く
辺へ

隠ご
も

り
」

（
紀
95
）、
万
葉
歌
に
「
海
行ゆ

か
ば　

美み

づ都
久く

屍か
ば
ね」（

18
・
四
〇
九
四
）
と
あ
る
。

酒
水
に
漬
か
る
意
か
ら
、
酒
盛
り
を
す
る
、
酒
宴
を
催
す
意
に
派
生
し
た
も
の
か
。

推
量
の
ラ
シ
は
こ
の
場
合
、
大
宮
人
の
酒
宴
の
様
子
を
、
断
定
を
避
け
て
婉
曲
的

に
う
た
い
な
し
た
宮
廷
讃
歌
の
様
式
的
な
表
現
で
あ
ろ
う
。

高
光
る　

日
の
宮
人　

事
の　

語
り
言
も　

こ
を
ば　

タ
カ
ヒ
カ
ル
は
「
日
」
に

か
か
る
枕
詞
。
記
に
五
例
、
万
葉
歌
に
は
「
高
光
」
の
表
記
が
五
例
あ
り
、
ほ
と

ん
ど
が
「
日
の
御
子
」
に
冠
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
の
「
日
の
宮
人
」、
万

葉
歌
の
「
日ひ

の

御お
ほ
み
か
ど

朝
庭
」（
５
・
八
九
四
）
が
例
外
と
な
る
。
こ
こ
で
は
冒
頭
の
「
も

も
し
き
の　

大
宮
人
は
」
に
対
応
し
て
「
高
光
る　

日
の
宮
人
」
と
結
ぶ
。「
日

の
宮
人
」
は
そ
の
様
子
が
前
句
の
「
酒
水
漬
く
ら
し
」
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
と

い
う
関
係
で
あ
る
。「
高
光
る
」
は
天
照
大
御
神
の
子
孫
で
あ
る
天
皇
を
讃
美
す

る
称
句
で
、
天
皇
に
仕
え
る
大
宮
人
に
も
用
い
た
こ
と
に
な
る
。
散
文
と
の
関
係

で
言
え
ば
、
三
重
婇
の
奉
盞
の
歌
を
受
け
て
、
大
后
に
よ
る
天
皇
へ
の
勧
酒
の
歌

が
あ
り
、
天
皇
が
勧
酒
に
応
え
て
大
宮
人
の
盛
大
な
酒
宴
を
う
た
う
と
い
う
構
図

で
あ
る
。
大
宮
人
を
称
え
る
こ
と
は
そ
の
ま
ま
雄
略
治
世
の
満
ち
足
り
た
世
界
を

讃
美
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
最
後
の
収
め
句
に
あ
る
「
こ
を
ば
」
は
「
こ
の
よ

う
に
（
申
し
上
げ
ま
す
）」
の
意
で
あ
る
か
ら
、
前
二
首
で
は
「
日
の
御
子
」
へ

の
奏
上
と
い
う
形
を
と
る
が
、こ
の
歌
で
は
「
日
の
宮
人
」
が
「
酒
水
漬
く
ら
し
」

と
つ
な
が
る
た
め
、
奏
上
の
対
象
が
曖
昧
な
文
脈
に
な
っ
て
い
る
。「
事
の
」
以

下
は
次
項
に
記
す
。

天
語
歌　

宮
廷
歌
曲
の
名
称
。
記
上
巻
の
八
千
矛
神
歌
群
に
出
て
く
る
「
神
語
」

と
対
応
す
る
関
係
に
あ
る
。
両
者
は
「
事
の　

語
り
言
も　

こ
を
ば
」
と
い
う
結

び
句
を
持
つ
こ
と
で
も
共
通
す
る
。「
事
の
」
は
語
り
の
内
容
を
指
し
、「
語
り
言
」

は
歌
の
形
式
に
よ
っ
て
語
り
の
内
容
を
う
た
っ
た
と
い
う
意
で
あ
る
。「
天
語
」

の
名
義
で
有
力
視
さ
れ
て
き
た
の
が
、
海
部
駈
使
か
ら
分
化
し
た
天
語
部
を
伝
承

者
と
す
る
折
口
信
夫
説
（『
折
口
信
夫
全
集
』
１
）
で
あ
る
。
さ
ら
に
土
橋
寛
「
宮

廷
寿
歌
と
そ
の
社
会
的
背
景
」（『
古
代
歌
謡
論
』）
は
、
伊
勢
の
海
人
部
か
ら
出

た
宮
廷
の
語
部
が
天
語
部
で
、
そ
の
族
長
で
あ
る
天
語
連
が
管
掌
す
る
海
人
駈
使
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に
よ
っ
て
伝
承
さ
れ
た
の
が
天
語
歌
と
し
、
折
口
説
を
補
強
し
た
。
し
か
し
、
伝

承
者
名
を
表
わ
す
天
語
歌
の
方
に
ア
マ
ハ
セ
ヅ
カ
ヒ
の
句
が
な
く
、
神
語
の
方
に

あ
る
の
は
こ
の
説
の
弱
点
で
あ
る
。
ま
た
、
益
田
勝
実
『
記
紀
歌
謡
』
は
天
語
連

が
海
部
出
身
と
す
る
根
拠
が
弱
く
、
歌
の
詞
章
に
も
海
洋
性
が
な
い
と
し
て
疑
問

を
呈
し
た
。
適
切
な
解
決
が
見
つ
か
ら
な
い
中
で
、『
古
事
記
注
釈
』
は
第
一
歌

の
「「
天
を
覆
へ
り
」
を
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
と
す
る
「
語
り
言
」
で
あ
る
か
ら
天
語

歌
と
呼
ば
れ
た
」
と
い
う
新
見
を
示
し
、
新
編
全
集
『
古
事
記
』
も
そ
れ
を
支
持

し
て
い
る
。
魅
力
的
な
説
で
は
あ
る
が
、「
夷
曲
」（
紀
３
）
や
「
宮
人
振
」（
記

81
）
な
ど
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
歌
曲
名
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
は
う
た
い
出
し

の
語
か
ら
採
ら
れ
る
。
第
二
段
に
出
て
く
る
「
天
を
覆
へ
り
」
か
ら
イ
ン
デ
ッ
ク

ス
の
語
が
採
ら
れ
る
か
疑
問
で
あ
る
。
第
一
歌
は
「
纏ま

き

向む
く

の　

日ひ

代し
ろ

の
宮み

や
は
」
で

始
ま
り
、
そ
れ
を
受
け
て
「
日
」
が
四
回
出
て
き
て
、
最
後
に
「
高
光
る　

日
の

御
子
」
で
結
ぶ
。「
高
光
る　

日
」
は
天
語
歌
三
首
す
べ
て
に
共
通
し
、「
天
」
に

あ
る
太
陽
（
日
神
）
の
意
で
、「
日
の
御
子
」
は
天
照
大
御
神
の
末
裔
を
意
味
す
る
。

そ
こ
で
「「
天
」
な
る
「
日
の
御
子
」
の
〈
語
り
言
〉
と
し
て
の
歌
と
い
う
意
で
、

天
語
歌
の
歌
曲
名
で
呼
ば
れ
た
」（
居
駒
永
幸
「
天
語
歌
の
〈
語
り
言
〉
と
雄
略

天
皇
」『
古
代
の
歌
と
叙
事
文
芸
史
』）
と
す
る
考
え
方
も
成
り
立
つ
。
そ
の
場
合
、

「
事
の
」
は
「
日
の
御
子
」
の
フ
ル
コ
ト
（
古
事
＝
由
来
）
を
意
味
す
る
こ
と
に

な
る
。

【
解
説
】

天
語
歌
三
首
は
そ
れ
ぞ
れ
内
容
上
の
関
連
が
薄
い
と
見
ら
れ
て
き
た
。『
記
紀

歌
謡
集
全
講
』
は
第
一
歌
（
記
99
）
が
槻
、
第
二
歌
（
記
100
）
が
椿
を
う
た
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
新
嘗
屋
の
樹
木
が
共
通
す
る
だ
け
で
「
内
容
上
に
は
関
係
す
る

こ
と
が
す
く
な
い
」
と
言
う
。「
こ
れ
は
も
と
共
に
新
嘗
の
祭
の
演
奏
歌
で
あ
っ

た
」
が
、
後
に
「
物
語
に
結
合
さ
れ
た
も
の
」
と
推
測
し
、
次
の
歌
も
同
様
で
あ

る
と
す
る
。
益
田
勝
実
『
記
紀
歌
謡
』
も
「
三
者
三
様
の
出
自
さ
え
持
っ
て
い
る
」

こ
と
を
示
唆
し
、
豊
楽
で
う
た
わ
れ
伝
承
さ
れ
て
き
た
歌
を
「
一
括
し
て
『
古
事

記
』
の
こ
こ
に
投
げ
込
ん
だ
」
と
見
る
。
続
け
て
、
海
部
出
身
の
天
語
部
伝
承
者

説
を
否
定
し
、「
か
た
り
ご
と
か
ら
う
た
が
派
生
し
、
そ
れ
が
か
た
り
ご
と
的
（
神

話
伝
承
的
）
性
格
を
失
っ
て
、儀
式
・
饗
宴
の
歌
化
す
る
、ひ
と
つ
の
う
た
の
歴
史
」

と
い
う
見
解
を
示
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
古
橋
信
孝
は
沖
縄
の
神
謡
を
手
が
か

り
に
、「
う
た
」
と
「
か
た
り
ご
と
」
を
原
初
的
に
想
定
す
る
こ
と
を
批
判
し
、「
謡

と
語
り
の
未
分
化
な
謡
」
す
な
わ
ち
謡
が
「
語
り
言
」
で
も
あ
る
段
階
を
指
摘
し

た
（「
歌
謡
研
究
の
現
在
―
―
お
も
に
八
千
矛
神
の
「
神
語
」
を
め
ぐ
っ
て
」『
日

本
文
学
』
27
―
６
）。

天
語
歌
三
首
は
い
ず
れ
も
長
歌
謡
で
あ
る
。
特
に
第
一
歌
は
記
・
紀
で
も
っ
と

も
長
い
。
三
首
と
も
そ
の
内
容
か
ら
酒
宴
の
宮
廷
儀
礼
歌
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
し
か
も
第
一
歌
は
「
三
重
の
子
」
の
奉
盞
に
関
わ
る
叙
事
を
う
た
っ
て

い
る
。
そ
の
叙
事
が
「
語
り
言
」
と
称
さ
れ
る
理
由
と
考
え
て
よ
い
。
つ
ま
り
、

歌
と
語
り
言
は
未
分
化
で
あ
り
、
両
義
的
な
の
で
あ
る
。
第
二
・
三
歌
は
第
一
歌

と
同
じ
場
で
う
た
わ
れ
た
歌
と
し
て
「
語
り
言
」
の
句
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

三
首
一
括
し
て
「
こ
こ
に
投
げ
込
ん
だ
」
の
で
は
な
い
。
単
に
新
嘗
祭
の
歌
で

あ
る
な
ら
、
な
ぜ
「
こ
こ
に
」
な
の
か
説
明
で
き
な
い
。
天
語
歌
三
首
が
雄
略
記

に
記
さ
れ
る
の
は
、
雄
略
天
皇
と
三
重
の
子
（
三
重
婇
）
を
め
ぐ
る
叙
事
の
歌
と

同
じ
場
の
歌
と
し
て
、
雄
略
治
世
の
歴
史
叙
述
の
歌
と
見
な
さ
れ
て
い
た
か
ら
に

他
な
ら
な
い
。
歌
そ
の
も
の
が
歴
史
叙
述
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
歌
の
叙
事
の
部

分
を
説
明
し
た
の
が
散
文
で
あ
る
。「
こ
こ
に
投
げ
込
ん
だ
」
の
で
は
な
く
、
散

文
叙
述
は
歌
か
ら
生
成
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

天
語
歌
三
首
の
性
格
と
共
通
の
結
び
句
に
つ
い
て
は
、
以
上
の
よ
う
に
考
え
ら

れ
る
が
、
そ
の
配
列
に
は
意
図
的
な
構
成
が
認
め
ら
れ
る
。
第
一
歌
で
は
「
あ
や
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に
畏
し
」
の
出
来
事
に
よ
っ
て
め
で
た
き
雄
略
治
世
を
う
た
っ
た
も
の
、
第
二
歌

は
采
女
の
奉
盞
を
促
し
て
天
皇
を
称
え
る
歌
、
第
三
歌
は
大
宮
人
の
盛
大
な
酒
宴

を
讃
美
す
る
歌
で
あ
る
。
天
皇
へ
の
奉
盞
、
勧
酒
か
ら
、
第
三
歌
で
は
「
今
日
も

か
も　

酒
水
漬
く
ら
し
」
と
い
う
大
宮
人
の
酒
宴
の
場
へ
と
、
視
点
は
外
側
に
広

が
る
。
こ
の
よ
う
な
場
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
た
の
が
、
森
朝
男
「
景
と
し
て
の

大
宮
人
」（『
古
代
和
歌
の
成
立
』）
で
あ
る
。「
大
宮
人
た
ち
を
、
そ
の
聖
空
間
の

外
側
か
ら
称
え
言
寿
ぐ
こ
と
を
通
し
て
、
実
は
そ
の
聖
空
間
を
言
寿
ぐ
」
と
い
う

う
た
い
方
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
は
周
縁
の
大
宮
人
の
景
が
中
心
の
天
皇
を
称
え
る

構
造
が
あ
る
と
す
る
。

　
　

釧く
し
ろつ

く　

答た
ふ

志し

の
埼
に　

今け

ふ日
も
か
も　

大お
ほ
み
や
ひ
と

宮
人
の　

玉た
ま

藻も

刈
る
ら
む

　
　
（
１
・
四
一
）

こ
れ
は
柿
本
人
麻
呂
の
伊
勢
行
幸
歌
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
詠
ま
れ
る
「
今
日
も
か

も
」
は
天
語
歌
第
三
歌
の
同
句
と
重
な
る
働
き
を
も
つ
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
句
は
「
今
日
」
の
日
の
儀
礼
に
参
加
す
る
大
宮
人
の
喜
び
を
強
調
す
る
も
の

で
あ
り
、
一
歩
離
れ
た
圏
外
か
ら
天
皇
を
称
え
る
表
現
で
あ
る
と
い
う
。
天
語
歌

三
首
に
は
万
葉
集
の
宮
廷
儀
礼
歌
に
つ
な
が
っ
て
い
く
表
現
構
造
が
認
め
ら
れ

る
。一

見
す
る
と
、
三
首
は
内
容
の
関
連
性
が
薄
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
槻
と
椿

は
神
聖
な
樹
木
と
し
て
天
皇
の
寿
祝
に
用
い
ら
れ
る
点
で
共
通
す
る
し
、
第
三
歌

の
「
大
宮
人
」
の
酒
宴
も
天
皇
を
称
え
寿
ぐ
意
味
が
あ
っ
た
。
三
首
は
古
代
の
表

現
の
論
理
に
お
い
て
つ
な
が
り
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

三
、
天
皇
と
袁
杼
比
売
の
唱
和

【
訓
読
文
】

是こ

の
豊と

よ

楽あ
か
りの

日
に
、
亦ま

た
、
春か

す
が日

の
袁を

ど

ひ

め

杼
比
売
、
大お

ほ

御み

酒き

を
献

た
て
ま
つり

し
時
に
、

天す
め
ら
み
こ
と

皇
の
歌
ひ
て
曰い

は
く
、

水み
な

そ
そ
く　

臣お
み

の
嬢
子

秀ほ
だ
り罇　

取と

ら
す
も

秀ほ
だ
り罇

取と

り　

堅か
た

く
取と

ら
せ

し
た
堅が

た
く　

や
堅が

た
く
取と

ら
せ

秀
罇　

取
ら
す
子 

　
（
記
102
）

此こ

は
、
宇う

岐き

歌う
た

ぞ
。
爾し

か
し
て
、
袁
杼
比
売
、
歌
を
献
り
き
。
其そ

の
歌
に
曰
は
く
、

や
す
み
し
し　

我わ

が
大お

ほ
君き

み
の

朝あ
さ

と
に
は　

い
倚よ

り
立だ

た
し

夕ゆ
ふ

と
に
は　

い
倚よ

り
立だ

た
す

脇わ
き

机づ
き

が
下し

た
の　

板い
た

に
も
が　

あ
せ
を 

（
記
103
）

此こ
れ

は
、
志し

都つ

歌う
た

ぞ
。

【
本
文
】

是
豊
楽
之
日
、
亦
、
春
日
之
袁
杼
比
売
、
献
二
大
御
酒
一
之
時
、
天
皇
歌
曰
、

美
那
曽
々（

1
）

久　

淤
美
能
袁
登
売　

本
陀
理　

登
良
須
母　

本
陀
理（

2
）

斗（
3
）

理　

加
多
久
斗
良
勢　

斯
多
賀
多
久　

夜
賀
多
久
斗（

4
）良

勢　

本
陀
理
斗（

5
）良

須
古

此
者
、
宇
岐
歌
也
。
尓
、
袁
杼
比
売
献
レ
歌
。
其（

6
）歌（
7
）曰（
8
）、

夜
須
美
斯
志　

和
賀
淤
富
岐
美
能　

阿
佐
斗（

9
）尓

波　

伊
余
理
陀
多
志　

由

布
斗）

10
（

尓
波　

伊
余
理
陀
多
須　

和
岐
豆
紀
賀
斯
多
能　

伊
多
尓
母
賀　

阿

世
袁

此
者
、
志
都
歌
也
。

【
校
異
】（
１
）底
本「
斗
」。
卜
部
系
に
よ
る
。（
２
）（
３
）底
本「
計
」の
一
字
。『
鼇

頭
古
事
記
』『
訂
正
古
訓
古
事
記
』に
よ
る
。（
４
）底
本「
計
」。『
鼇
頭
古
事
記
』『
訂

正
古
訓
古
事
記
』
に
よ
る
。（
５
）
底
本
「
計
」。『
鼇
頭
古
事
記
』『
訂
正
古
訓
古
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事
記
』
に
よ
る
。（
６
）（
７
）（
８
）
底
本
「
曰
其
歌
」。
卜
部
系
に
よ
る
。（
９
）

底
本「
許
」。『
訂
正
古
訓
古
事
記
』に
よ
る
。（
10
）底
本「
計
」。
卜
部
系
に
よ
る
。

【
現
代
語
訳
】

　
（
水
そ
そ
く
）
臣
の
乙
女
が
立
派
な
酒
瓶
を
手
に
持
っ
て
お
い
で
で
す
よ
。
そ

の
立
派
な
酒
瓶
を
持
っ
て
、
し
っ
か
り
と
お
持
ち
な
さ
い
。
き
っ
ち
り
と
、
い
よ

い
よ
し
っ
か
り
と
お
持
ち
な
さ
い
。
酒
瓶
を
手
に
お
持
ち
の
乙
女
よ
。　
（
記
102
）

　
（
や
す
み
し
し
）
わ
が
大
君
が
、
朝
の
う
ち
に
は
寄
り
か
か
り
な
さ
り
、
夕
方

に
は
寄
り
か
か
り
な
さ
る
脇
息
の
下
の
板
に
な
り
た
い
も
の
で
す
。
あ
な
た
よ
。

 

（
記
103
）

【
語
釈
】

春
日
の
袁
杼
比
売　

前
に
天
皇
が
春
日
に
行
幸
し
、
丸
邇
の
佐
都
紀
臣
の
女
、
袁

杼
比
売
に
求
婚
す
る
話
が
あ
っ
た
。
比
売
は
逃
げ
隠
れ
る
が
、
そ
の
後
の
記
述
は

な
い
。
こ
の
豊
楽
に
登
場
す
る
こ
と
で
、
皇
妃
と
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
求
婚

譚
に
「
金か

な
す
き鉏

も　

五い

百ほ

箇ち

も
が
も　

鋤す

き
撥は

ぬ
る
も
の
」（
記
98
）
と
、
絶
大
な

権
力
を
う
た
っ
た
天
皇
は
、
丸
邇
氏
の
女
を
宮
廷
に
召
し
入
れ
、
雄
略
治
世
の
繁

栄
を
示
す
の
で
あ
る
。
雄
略
記
系
譜
の
皇
妃
の
条
に
袁
杼
比
売
の
名
は
な
い
。
雄

略
紀
元
年
に
は
「
有
二
春
日
和
珥
臣
深
目
女
一
。
曰
二
童
女
君
一
。
…
…
童
女
君
者

本
是
采
女
」
と
あ
る
。『
記
傳
』
は
紀
の
記
述
を
も
っ
て
「
同
人
な
ら
む
か
。
此ノ
袁

杼
比
売
も
、
下
に
見
え
た
る
さ
ま
、
婇ウ

ネ
ベに

や
と
お
ぼ
し
き
」
と
推
測
す
る
が
、
確

証
は
見
出
せ
な
い
。
別
人
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
記
・
紀
両
書
に
わ
た
っ
て
、

雄
略
天
皇
に
複
数
の
皇
妃
を
出
す
丸
邇
氏
の
権
勢
が
示
さ
れ
て
い
る
。

水
灌
く　

臣
の
嬢
子　

ミ
ナ
ソ
ソ
ク
は
「
水
灌
く
」
で
、水
が
飛
び
散
る
意
。『
新

撰
字
鏡
』
に
「
淋
灑 

散
也
水
下
也 

曽
々
久 

又
志
太
々
留 

又
毛
留
」
と
あ
る
。「
臣
」
に

か
か
る
枕
詞
。
武
烈
紀
に
「
水み

な
そ
そ灌

く　

鮪し
び

の
若わ

く

子ご

を
」（
紀
95
）
と
あ
っ
て
「
鮪
」

に
も
か
か
る
。『
記
傳
』
は
、
オ
に
か
か
る
枕
詞
と
し
、『
冠
辞
考
』
の
「
魚
」
説

を
引
い
て
「「
淤
」
と
つ
ゞ
く
は
、
魚
の
意
な
り
」
と
言
い
、
ソ
ソ
ク
の
ク
を
長

く
引
け
ば
ク
ウ
オ
で
、
そ
の
ウ
オ
が
詰
ま
れ
ば
ヲ
と
な
っ
て
魚
と
聞
こ
え
る
と
説

く
。
オ
と
ヲ
の
区
別
を
無
視
し
た
強
引
な
説
明
で
従
え
な
い
。『
岩
波
古
語
辞
典
』

は
「
水
が
そ
そ
ぎ
入
る
大
海
（
お
み
）
の
意
で
同
音
の
「
臣
（
お
み
）」
に
か
か
り
、

水
が
ほ
と
ば
し
る
意
で
「
鮪
（
し
び
）」
に
か
か
る
」
と
す
る
。
新
編
全
集
『
古

事
記
』
も
大
水
（
お
み
）
と
同
音
の
「
臣
」
に
か
か
る
と
す
る
。
大
海
（
お
み
）・

大
水
（
お
み
）
は
オ
ホ
ウ
ミ
・
オ
ホ
ミ
ヅ
の
略
音
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ミ
ナ
ソ
ソ

ク
と
の
関
係
が
明
確
で
な
く
、
か
か
り
方
は
不
明
と
し
て
お
く
。
散
文
で
は
袁
杼

比
売
の
献
酒
を
叙
述
す
る
の
で
、
こ
こ
で
は
御
酒
を
注
ぐ
意
と
解
し
て
い
る
と
も

考
え
ら
れ
る
。「
臣
の
嬢
子
」
は
宮
廷
に
仕
え
る
女
性
を
言
い
、
万
葉
歌
の
「
臣お

み

の
壮を

と
こ士

」（
３
・
三
六
九
）
は
そ
の
対
の
語
。
こ
の
歌
で
は
、「
臣
の
嬢
子
」
は
丸

邇
の
佐
都
紀
臣
の
女
と
い
う
意
で
袁
杼
比
売
を
指
し
、
袁
杼
比
売
が
春
日
で
の
天

皇
の
求
婚
か
ら
皇
妃
と
な
っ
て
天
皇
に
献
酒
す
る
と
い
う
叙
事
を
含
み
持
つ
こ

と
に
な
る
。

秀
罇　

取
ら
す
も　

秀
罇
取
り　

堅
く
取
ら
せ　

ホ
ダ
リ
は
弧
語
。
散
文
に
「
大

御
酒
を
献
り
し
時
」
と
あ
る
か
ら
、
酒
を
入
れ
て
捧
げ
る
器
、
す
な
わ
ち
酒
瓶
や

銚
子
の
よ
う
な
も
の
。『
記
傳
』
は
、
罇タ

リ

は
酒
を
盃
に
注
ぐ
器
で
、
後
世
、
樽た

る

に

転
化
し
た
と
し
、
秀ホ

は
そ
の
器
の
長タ

ケ

高
き
形
を
言
う
と
説
く
が
、
詳
し
く
は
不
明
。

ホ
は
酒
器
の
美
称
で
、
ス
は
「
臣
の
嬢
子
」
に
対
す
る
軽
い
敬
語
で
親
愛
の
情
を

表
わ
す
。
カ
タ
ク
は
し
っ
か
り
と
の
意
。『
記
傳
』
は
「
勤ツ

ト

め
励ハ

ゲ

む
意
」
と
す
る

が
、
所
作
の
様
態
に
対
す
る
語
で
は
な
く
、
し
っ
か
り
と
酒
器
を
持
つ
こ
と
が
相

手
に
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。『
古
代
歌
謡
全
注
釈
・
古
事
記

編
』
は
「
酒
を
勧
め
る
貴
人
の
生
命
が
堅
固
で
あ
る
よ
う
に
と
の
意
味
を
こ
め
た

呪
詞
」
と
す
る
。
雄
略
紀
の
「
大お

ほ
き
み君

に　

堅か
た

く　

仕つ
か

へ
奉ま

つ

ら
む
と　

我わが
命い

の
ちも　

長な
が

く
も
が
と
」（
紀
78
）
で
、
天
皇
に
対
し
て
し
っ
か
り
と
、
長
く
仕
え
る
と
う
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た
う
こ
と
が
、
天
皇
の
堅
固
と
長
命
を
言
祝
ぐ
こ
と
に
な
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。

「
堅
く
取
ら
せ
」
は
酒
宴
で
の
儀
礼
的
行
為
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
天
皇
の

身
体
的
繁
栄
を
祈
る
呪
的
行
為
で
も
あ
る
。

し
た
堅
く　

や
堅
く
取
ら
せ　

秀
罇　

取
ら
す
子　

シ
タ
は
、『
記
傳
』
に
「
下

堅
く
」
で
酒
器
の
下
を
取
り
持
つ
意
と
す
る
が
、
ヤ
と
の
関
連
か
ら
言
っ
て
も
、

「
し
た
た
に
も　

寄
り
寝
て
通
れ
」（
記
83
）
の
シ
タ
で
、
シ
タ
タ
カ
の
シ
タ
、
す

な
わ
ち
き
っ
ち
り
と
堅
い
様
を
表
わ
す
。
ヤ
は
い
よ
い
よ
の
意
。「
秀
罇　

取
ら

す
子
」
は
呼
び
か
け
の
句
で
、
冒
頭
の
「
臣
の
嬢
子
」
と
照
応
し
、
天
皇
に
献
酒

す
る
袁
杼
比
売
の
こ
と
を
指
す
。

宇
岐
歌　

宮
廷
歌
曲
の
名
称
。
ウ
キ
は
天
語
歌
第
一
歌
に
「
瑞み

づ
た
ま
う
き

玉
盞
」（
記
99
）、

そ
の
散
文
に
「
大お

ほ

御み

盞う
き

」
と
あ
る
「
盞
」
の
意
で
、
同
第
二
歌
に
「
豊
御
酒　

献

ら
せ
」（
記
100
）
と
酒
を
勧
め
る
、
す
な
わ
ち
奉
盞
の
歌
が
ウ
キ
歌
で
あ
る
。『
西

宮
記
』
の
新
嘗
会
豊
明
賜
宴
事
に
采
女
奉
盞
の
儀
が
記
さ
れ
る
こ
と
は
天
語
歌
の

と
こ
ろ
で
述
べ
た
が
、
勧
酒
の
た
め
の
采
女
奉
盞
を
う
た
う
の
が
ウ
キ
歌
で
あ
る

と
推
定
さ
れ
る
。「
臣
の
嬢
子　

秀
罇　

取
ら
す
も
」
と
あ
る
よ
う
に
、
秀
罇
で

盞
に
御
酒
を
注
ぐ
こ
と
が
「
宇
岐
歌
」
の
歌
曲
名
の
由
来
と
な
っ
て
い
る
。
歌
曲

名
の
記
載
は
宮
廷
の
儀
式
歌
の
起
源
と
い
う
意
味
も
あ
る
。『
琴
歌
譜
』
に
は
平

安
時
代
中
期
に
ま
で
伝
え
ら
れ
た
「
宇
吉
歌
」
が
残
っ
て
お
り
、新
た
な
縁
記
（
起

源
）
も
加
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
解
説
で
述
べ
る
。

や
す
み
し
し　

我
が
大
君
の　

国
土
の
八
隅
ま
で
統
べ
治
め
る
意
の
天
皇
称
句
。

記
で
は
倭
建
命
（
記
28
）
と
雄
略
（
記
96
・
97
）
に
用
い
ら
れ
、
二
人
の
共
通
性

が
こ
の
称
句
か
ら
も
指
摘
で
き
る
。
紀
で
は
仁
徳
（
紀
63
）、
雄
略
（
紀
76
）、
勾

大
兄
皇
子
（
紀
97
）、
推
古
（
紀
102
）
の
四
例
で
、
雄
略
天
皇
に
と
っ
て
仁
徳
天

皇
は
皇
統
の
始
祖
に
当
る
。
際
立
っ
た
天
皇
治
世
と
い
う
点
で
、
両
天
皇
は
共
通

性
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
。

朝
と
に
は　

い
倚
り
立
た
し　

夕
と
に
は　

い
倚
り
立
た
す　

ト
は
「
所
・
場
所

を
あ
ら
わ
す
ト（
処
）が
時
間
を
あ
ら
わ
す
形
式
名
詞
に
転
用
さ
れ
た
も
の
」（『
時

代
別
国
語
大
辞
典
・
上
代
編
』）
で
、『
記
傳
』
の
朝
戸
・
夕
戸
説
は
『
古
代
歌
謡

全
注
釈
・
古
事
記
編
』
の
「
戸
」
の
理
由
が
な
い
と
す
る
解
釈
に
よ
っ
て
否
定
さ

れ
た
。
寄
り
か
か
る
の
は
「
脇
息
」
で
あ
っ
て
「
戸
」
で
は
な
い
。
ト
は
「
熟う

ま
い睡

寝ね

し
度と

に
」（
紀
96
）
や
万
葉
歌
の
「
夜よ

の
更ふ

け
ぬ
刀と

に
」（
10
・
一
八
二
二
）
な

ど
の
甲
類
の
ト
で
、
〜
ノ
内
ニ
・
〜
ノ
間
ニ
の
時
間
を
表
わ
す
。
た
だ
し
、
名
詞

に
下
接
す
る
時
間
の
ト
は
異
例
で
あ
る
点
に
問
題
を
残
す
が
、
こ
こ
で
は
単
に

朝
・
夕
だ
け
で
時
間
を
表
わ
す
の
に
、
時
間
の
ト
を
添
え
て
語
調
を
整
え
た
と
見

て
お
く
。
イ
は
接
頭
語
。
万
葉
歌
に
「
伊い

よ
り
た
た
し
し

縁
立
之　

み
と
ら
し
の　

梓あ
づ
さの

弓
の
」

（
１
・
三
）、「
葦あ

し

垣か
き

の　

外ほ
か

に
も
君
が　

寄
り
立
た
し
」（
17
・
三
九
七
七
）
は
弓
・

葦
垣
の
そ
ば
に
立
つ
意
で
、「
寄
り
」
よ
り
も
「
立
つ
」
に
重
点
を
置
く
。
こ
の

歌
の
場
合
、
脇
息
に
寄
り
か
か
る
意
で
、「
寄
り
」
に
重
点
が
あ
る
。『
記
傳
』
は

「
座ヰ

賜
ふ
御ミ

状カ
タ
チを

も
、
立タ

タ

す
と
云
べ
し
」
と
や
や
苦
し
い
試
解
を
示
す
。
複
合
動

詞
の
ど
ち
ら
に
実
質
的
な
意
味
が
あ
る
か
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
シ
・
ス
は
敬
語
。

こ
の
対
句
は
天
皇
の
姿
を
景
と
し
て
う
た
い
、
そ
の
繁
栄
を
言
祝
ぐ
呪
詞
と
見
ら

れ
る
。

脇
机
が
下
の　

板
に
も
が　

あ
せ
を　

ワ
キ
ヅ
キ
は
脇
息
の
こ
と
で
、
座
っ
た

時
に
脇
に
置
く
肘
掛
け
の
台
。
斉
明
紀
四
年
十
一
月
の
「
夾
膝
」「
案
机
」
に
オ

シ
マ
ヅ
キ
の
訓
が
あ
り
、『
倭
名
類
聚
抄
』
に
は
「
坐
臥
具
」
の
部
に
「
几
脇
息
附 

西
京
雑
記
云
漢
制
天
子
玉
几
公
侯
皆
以
竹
木
為
几 

和
名
於
之
万
都
岐 

今
案
几
属
有
脇

息
之
名 

所
出
未
詳
」
と
あ
る
。『
記
傳
』
は
ワ
キ
ヅ
キ
が
古
名
で
、
そ
の
後
オ
シ
マ

ヅ
キ
、さ
ら
に
脇
息
と
言
っ
た
と
す
る
。「
下
の
板
」に
つ
い
て
は
、『
記
傳
』に「
脚

の
下
に
も
又
板
あ
り
て
、
其ソ

レ
を
云
る
に
や
」、『
稜
威
言
別
』
に
「
腕
の
下
の
板
の

意
に
て
、
即チ
脇ワ

キ

机ヅ
キ

に
、
わ
た
せ
る
板
を
云
」
と
あ
り
、
ま
た
『
記
紀
歌
謡
集
全
講
』

に
「
脇
几
の
底
部
の
板
」、『
記
紀
歌
謡
評
釈
』
に
「
直
接
御
腕
の
か
か
る
と
こ
ろ

で
は
な
く
、
そ
の
裏
側
に
あ
る
下
板
」
な
ど
が
あ
る
。
天
皇
の
腕
が
触
れ
な
い
下
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の
板
の
意
で
、
へ
り
く
だ
り
つ
つ
、
い
つ
も
近
侍
し
て
奉
仕
し
た
い
と
い
う
思
い

を
表
わ
す
。
こ
の
二
句
は
恋
情
表
現
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
近
き
奉
仕
を
う
た
う

こ
と
が
天
皇
の
繁
栄
を
称
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
モ
ガ
は
希
望
の
助
詞
。

ア
セ
ヲ
は
そ
の
場
に
い
る
者
に
親
し
み
を
こ
め
て
我
兄
と
呼
び
か
け
、
感
動
の
ヲ

を
添
え
た
語
。
景
行
記
の「
一
つ
松　

あ
せ
を
」（
記
29
）が
紀
の
対
応
歌
に
は「
一

つ
松　

あ
は
れ
」（
紀
27
）、
雄
略
紀
の
「
榛
が
枝　

あ
せ
を
」（
紀
76
）
が
記
の

対
応
歌
（
記
97
）
で
は
ア
セ
ヲ
が
な
く
、
意
味
的
に
必
要
な
語
と
い
う
よ
り
は
囃

子
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。『
記
傳
』
は
「
吾ア

兄セ

よ
、
な
り
。
師ノ
云ク
、
即チ
脇
机
を

云
と
云
れ
た
る
が
如
し
」
と
し
、脇
息
に
呼
び
か
け
た
と
す
る
師
説
に
従
う
。「
一

つ
松
」「
榛
が
枝
」「
脇
息
が
下
の
板
」
と
い
う
よ
う
に
、
ア
セ
ヲ
は
木
を
擬
人
化

し
た
も
の
と
セ
ッ
ト
に
な
る
。

志
都
歌　

宮
廷
歌
曲
の
名
称
。
仁
徳
記
に
「
志
都
歌
の
歌
返
」
六
首
（
記
57
〜

61
、
63
）、「
志
都
歌
の
歌
返
」
一
首
（
記
74
）、
雄
略
記
に
「
志
都
歌
」
四
首
（
記

91
〜
94
）
が
あ
る
。
唱
謡
法
に
よ
る
名
と
考
え
ら
れ
、
歌
の
調
子
に
つ
い
て
諸
説

あ
る
が
（
記
63
語
釈
参
照
）、
詳
細
は
不
明
。『
琴
歌
譜
』
に
も
雄
略
記
の
赤
猪
子

の
「
志
都
歌
」（
記
93
）
が
「
玆
都
歌
」
と
し
て
「
歌
返
」
と
と
も
に
出
て
く
る
。

「
志
都
歌
」
と
「
歌
返
」
は
唱
謡
上
の
対
応
関
係
が
あ
る
と
見
ら
れ
る
。

【
解
説
】

天
語
歌
第
二
歌
（
記
100
）
の
大
后
に
続
い
て
、
同
じ
豊
楽
の
日
に
春
日
の
袁
杼

比
売
と
天
皇
と
の
唱
和
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
記
述
す
る
。
大
后
と
袁
杼
比
売
の
歌

は
、
内
容
上
、
対
応
し
つ
つ
明
確
な
違
い
が
あ
る
。
大
后
の
歌
（
記
100
）
の
「
高

光
る　

日
の
御
子
」と
袁
杼
比
売
の
歌（
記
103
）の「
や
す
み
し
し　

我
が
大
君
の
」

が
そ
れ
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
。
天
語
歌
三
首
の
解
説
で
問
題
に
し
た
儀
礼
の
中

心
と
周
縁
と
い
う
理
論
か
ら
言
え
ば
、
豊
楽
の
儀
式
の
中
心
部
で
う
た
わ
れ
る
大

后
の
歌
で
は
、
日
神
祭
祀
に
関
わ
る
神
話
的
称
辞
、
周
縁
部
で
う
た
わ
れ
る
袁
杼

比
売
の
歌
で
は
政
治
的
称
辞
と
い
う
対
応
関
係
が
指
摘
で
き
よ
う
。

表
現
内
容
か
ら
見
る
と
、
大
后
の
歌
に
は
「
斎
つ
真
椿
」
の
葉
・
花
と
「
日
の

御
子
」
と
の
あ
い
だ
の
呪
的
な
同
一
関
係
を
う
た
う
の
で
あ
る
が
、
一
方
の
袁
杼

比
売
の
歌
で
は
「
脇
息
が
下
の　

板
に
も
が
」
と
い
う
男
女
の
恋
情
を
う
た
う
点

で
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
歌
の
場
と
内
容
に
お
い
て
、
対
応
し
つ
つ

違
い
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
豊
楽
の
酒
宴
に
お
い
て
后
と
妃
が
と

も
に
天
皇
と
唱
和
す
る
こ
と
で
、
宮
廷
の
繁
栄
と
天
皇
統
治
の
安
定
を
示
す
と
い

う
一
貫
し
た
意
図
が
見
ら
れ
る
。

袁
杼
比
売
と
唱
和
し
た
天
皇
の
宇
岐
歌
は
、
平
安
時
代
中
期
に
至
る
ま
で
大
歌

師
の
多
家
に
伝
来
し
て
い
た
。
そ
れ
を
示
す
の
が
『
琴
歌
譜
』
の
「
宇
吉
歌
」
で

あ
る
。
く
り
返
し
句
を
除
け
ば
、
記
の
「
宇
岐
歌
」
と
ほ
ぼ
同
じ
詞
形
で
、
宮
中

の
正
月
元
日
の
節
会
で
琴
歌
と
し
て
う
た
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
「
宇
吉
歌
」

に
は
二
つ
の
縁
記
（
由
来
）
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
第
一
は
「
古
事
記
云
」
と
し

て
「
遠
杼
比
売
」
が
献
酒
し
た
時
の
天
皇
の
歌
と
記
す
。
記
の
散
文
と
同
じ
で
あ

る
。
第
二
は
「
一
云
」
で
始
ま
る
異
伝
で
、
雄
略
天
皇
が
即
位
の
前
に
、
兄
の
坂

合
部
黒
日
子
皇
子
と
甥
の
目
弱
王
と
、
匿
っ
た
葛
木
津
守
大
臣
の
三
人
を
殺
そ
う

と
し
た
時
、
大
臣
の
女
、
韓
日
女
の
娘
（
天
皇
の
妃
）
が
父
の
こ
と
を
哀
傷
し
て

作
っ
た
歌
と
す
る
。

し
か
し
、
安
康
記
の
都
夫
良
意
富
美
の
話
に
韓
媛
は
な
く
、
雄
略
即
位
前
紀
に

円
大
臣
が
女
の
韓
媛
を
天
皇
に
差
し
出
す
も
の
の
、
焼
き
殺
さ
れ
る
と
い
う
記
事

は
あ
る
が
、
韓
媛
の
哀
傷
歌
は
な
い
。
第
一
の
「
古
事
記
云
」
に
対
し
て
、
第
二

の
「
一
云
」
は
歌
詞
の
「
臣
の
嬢
子
」
を
雄
略
紀
か
ら
再
解
釈
し
、
雄
略
天
皇
の

妃
に
な
っ
た
円
大
臣
の
女
、韓
媛
を
作
者
と
す
る
二
次
的
な
縁
記
で
あ
る
。
た
だ
、

歌
の
内
容
に
韓
媛
の
作
と
す
る
縁
記
は
そ
ぐ
わ
な
い
。
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
平

安
時
代
に
紀
重
視
の
風
潮
が
あ
り
、
雄
略
紀
に
基
づ
く
縁
記
が
求
め
ら
れ
た
と
い

う
理
由
で
あ
る
。『
記
紀
歌
謡
評
釈
』
は
ウ
キ
の
意
が
不
明
に
な
っ
て
い
た
と
す
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る
。
あ
る
い
は
、
韓
媛
が
、
父
の
死
を
悲
し
み
つ
つ
天
皇
に
献
酒
す
る
我
が
身
の

境
遇
を
、
第
三
者
的
に
う
た
っ
た
と
解
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
履
中
即
位
前

紀
に
、
倭
直
吾
子
籠
が
贖
罪
の
た
め
に
妹
の
日
之
媛
を
貢
上
し
、
雄
略
紀
二
年
に

采
女
日
媛
が
酒
を
捧
げ
る
類
話
が
あ
る
。

『
琴
歌
譜
』
の
「
宇
吉
歌
」
で
参
考
に
な
る
の
は
、
宮
廷
歌
曲
が
由
来
を
も
ち
、

新
た
な
異
伝
さ
え
伴
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
由
来
や
異
伝
と
い
う
縁
記
は

天
皇
に
関
わ
る
事
件
、出
来
事
で
あ
る
。
宮
廷
歌
曲
は
儀
式
歌
で
あ
る
と
と
も
に
、

歴
史
の
一
場
面
と
し
て
も
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
歴
史
的
な
出
来
事
を

起
源
と
し
て
も
つ
と
い
う
性
格
が
宮
廷
歌
曲
の
も
う
一
つ
の
属
性
で
あ
っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。

四
、
雄
略
記
の
歌
と
散
文

雄
略
記
の
説
話
群
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
話
が
同
じ
よ
う
な
主
題
に
よ
っ
て

ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。「
又
（
亦
）」
や
「
又
（
亦
）、
一
時
」
の
書
き
出
し
は
説

話
の
独
立
性
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
つ
つ
求
婚
や
狩

猟
、
酒
宴
と
い
う
主
題
で
つ
な
が
り
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
求

婚
や
狩
猟
の
行
幸
の
た
め
に
地
名
と
い
う
関
係
性
が
認
め
ら
れ
る
点
も
注
目
さ

れ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
各
説
話
に
歌
の
記
載
が
あ
る
点
も
雄
略
記
の
大
き
な
特
色

と
な
っ
て
い
る
。

次
に
雄
略
記
の
説
話
群
と
記
載
さ
れ
た
歌
の
番
号
を
示
し
て
み
よ
う
。

①
若
日
下
部
王
へ
の
求
婚
（
記
90
）

②
赤
猪
子
へ
の
求
婚
（
記
91
・
92
・
93
・
94
）

③
吉
野
の
童
女
へ
の
求
婚
（
記
95
）

④
阿
岐
豆
野
の
狩
（
記
96
）

⑤
葛
城
山
の
狩
（
記
97
）

⑥
葛
城
の
一
言
主
大
神
と
の
出
会
い
（
歌
ナ
シ
）

⑦
袁
杼
比
売
へ
の
求
婚
（
記
98
）

⑧
三
重
婇
の
奉
盞
（
記
99
）

⑨
后
と
天
皇
の
唱
和
（
記
100
・
101
）

⑩
天
皇
と
袁
杼
比
売
の
唱
和
（
記
102
・
103
）

①
〜
③
と
⑦
が
求
婚
で
、
④
⑤
が
狩
猟
、
⑧
〜
⑩
が
酒
宴
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
は

す
べ
て
歌
の
記
載
が
あ
る
。
唯
一
歌
が
な
い
の
は
⑥
で
あ
る
。
主
題
の
つ
な
が
り

は
も
た
な
い
が
、
葛
城
と
い
う
地
名
で
⑤
と
関
係
性
を
も
つ
。
こ
の
よ
う
な
雄
略

記
説
話
群
に
お
い
て
、
歌
が
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て

確
か
め
て
み
よ
う
。

求
婚
を
主
題
と
す
る
①
は
後
に
大
后
と
な
る
若
日
下
部
王
へ
の
訪
問
が
叙
述

さ
れ
る
。
そ
の
途
中
で
志
幾
の
大
県
主
の
服
属
が
叙
述
さ
れ
る
よ
う
に
、
行
幸
は

統
治
と
い
う
政
治
的
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
若
日
下
部
王
の
名
が
示
す
よ
う
に
、

求
婚
し
て
日
下
を
代
表
す
る
女
性
と
結
ば
れ
る
こ
と
で
、
天
皇
は
そ
の
土
地
の

宗
教
権
を
獲
得
し
、
政
治
的
の
み
な
ら
ず
宗
教
的
な
統
治
を
も
実
現
す
る
の
で
あ

る
。
①
の
「
日
下
部
の
」
の
歌
に
は
求
婚
に
よ
っ
て
国
土
を
統
べ
治
め
て
い
く
大

王
像
が
見
え
て
く
る
。

②
の
赤
猪
子
へ
の
求
婚
で
は
、「
御
諸
の
」
の
句
を
も
つ
二
首
の
歌
に
よ
っ
て

三
輪
山
祭
祀
の
掌
握
が
示
さ
れ
る
。
御
諸
の
神
は
崇
神
記
に
「
大
物
主
大
神
」
と

書
か
れ
る
国
全
体
の
平
安
を
左
右
す
る
神
で
、
雄
略
天
皇
は
大
和
国
の
中
心
と
な

る
宗
教
権
を
掌
握
し
た
こ
と
に
な
る
。
③
の
吉
野
の
童
女
、
⑦
の
春
日
の
袁
杼
比

売
の
場
合
も
、
吉
野
の
土
地
を
代
表
す
る
女
性
や
春
日
の
丸
邇
氏
の
女
性
と
結
婚

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
統
治
が
実
現
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
特
に
⑦
の
歌
の
「
金か

な
す
き鉏

も　

五い

百ほ

箇ち

も
が
も　

鋤す

き
撥は

ぬ
る
も
の
」（
記
98
）
の
詞
句
に
は
天
皇
以
前
の

大
王
像
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

③
の
求
婚
に
記
さ
れ
る
天
皇
の
歌
に
は
「
呉あ

ぐ
ら床

居ゐ

の　

神か
み

の
御み

て手
も
ち　

弾ひ

く
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琴こ
と

に
」（
記
95
）
の
詞
句
が
あ
り
、
神
と
し
て
琴
を
弾
く
雄
略
天
皇
が
う
た
わ
れ

る
。
神
と
し
て
の
雄
略
天
皇
像
は
、
⑥
の
葛
城
の
一
言
主
大
神
と
の
出
会
い
に
お

い
て
、
神
と
友
好
的
関
係
を
結
ぶ
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
。
神
性
を
も
つ
天

皇
像
が
歌
を
起
点
と
し
て
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

③
の
歌
の
「
呉あ

ぐ
ら床

居ゐ

の
」
の
句
は
、
④
の
散
文
に
「
天
皇
、
御
呉
床
に
坐
し
き
」

と
あ
り
、
歌
に
「
や
す
み
し
し　

我わ

が
大お

ほ

君き
み

の　

猪し

し鹿
待ま

つ
と　

呉あ
ぐ
ら床

に
坐い

ま

し
」

（
記
96
）
と
あ
る
よ
う
に
、
④
の
狩
の
話
へ
と
導
く
。「
呉
床
」
で
④
か
ら
⑤
へ
、

狩
の
つ
な
が
り
で
⑤
か
ら
⑥
へ
と
続
く
と
い
う
よ
う
に
、
歌
が
起
点
と
な
っ
て
説

話
間
の
つ
な
が
り
を
作
り
出
し
て
い
く
機
能
が
見
ら
れ
る
。

求
婚
か
ら
狩
猟
へ
と
続
き
、
最
後
に
酒
宴
を
主
題
と
す
る
の
が
⑧
⑨
⑩
で
あ

る
。
こ
れ
は
地
名
と
し
て
は
雄
略
天
皇
の
宮
が
あ
る
長
谷
の
朝
倉
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
新
嘗
祭
の
豊
楽
で
は
大
后
や
三
重
婇
に
よ
る
献
酒
、
大
宮
人
た
ち
の
歓
楽

が
宮
廷
歌
曲
で
う
た
わ
れ
、
宮
廷
の
繁
栄
ぶ
り
が
示
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
雄
略
治

世
の
安
定
と
隆
盛
を
強
く
印
象
づ
け
る
も
の
と
し
て
機
能
す
る
。
こ
の
酒
宴
で
う

た
わ
れ
る
五
首
の
す
べ
て
に
歌
曲
名
が
記
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
宮
廷
歌
曲
の
起
源
が

雄
略
朝
に
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
酒
宴
の
歌
で
注
目
さ
れ
る
の
が
⑧
⑨
の
「
高
光
る　

日
の
御
子
」（
記

99
・
100
）
と
⑩
の
「
や
す
み
し
し　

我
が
大
君
」（
記
103
）
の
天
皇
称
句
で
あ
る
。

天
上
界
の
太
陽
神
、
天
照
大
御
神
の
子
孫
と
し
て
の
天
皇
を
称
え
、
国
土
の
八
隅

ま
で
統
べ
治
め
る
天
皇
を
讃
美
す
る
の
で
あ
る
。
仁
徳
記
の
末
尾
に
も
豊
楽
の
歌

に
「
高
光
る　

日
の
御
子
」
の
句
が
出
て
く
る
が
、
こ
の
よ
う
な
称
句
の
共
通
性

は
仁
徳
皇
統
の
統
治
が
孫
の
世
代
の
雄
略
に
至
っ
て
完
成
さ
れ
た
こ
と
を
示
す

も
の
で
あ
る
。

雄
略
記
説
話
群
の
地
名
を
見
る
と
、そ
こ
に
は
明
確
な
意
図
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
。

①
日
下
・
志
幾

②
三
輪

③
吉
野

④
吉
野
の
阿
岐
豆
野

⑤
葛
城
山

⑥
葛
城
山

⑦
春
日

⑧
⑨
⑩
長
谷
の
朝
倉

こ
れ
ら
の
地
名
は
⑧
⑨
⑩
の
朝
倉
宮
を
中
心
と
し
て
①
③
④
⑤
⑥
が
大
和
国
の

外
周
で
、
②
⑦
が
内
周
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ら
の
説
話
群
の
地
名
に
部
分

的
に
対
応
す
る
よ
う
に
、
歌
に
も
地
名
が
出
て
く
る
。

①
「
日
下
部
」

②
「
御
諸
」「
引
田
」「
日
下
江
」

③
「
倭
の
国
」

⑧
「
纏
向
」

⑨
「
倭
」

雄
略
記
説
話
群
の
地
名
は
大
和
国
の
外
周
と
内
周
の
地
名
に
よ
っ
て
雄
略
天
皇

の
政
治
的
統
治
と
宗
教
的
支
配
を
示
し
、
雄
略
天
皇
の
御
世
の
権
威
と
繁
栄
を
表

わ
す
意
図
が
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
そ
れ
に
歌
の
地
名
が
部
分
的
に
重
な
り

つ
つ
、
③
の
「
倭や

ま
との

国く
に

を　

蜻あ
き
づ
し
ま

蛉
島
と
ふ
」
の
称
句
に
よ
っ
て
、
雄
略
天
皇
の
大

和
国
全
域
に
及
ぶ
統
治
者
像
が
明
示
さ
れ
る
。

⑧
の
「
纏
向
」
の
地
名
は
景
行
天
皇
の
宮
名
「
纏
向
の　

日
代
の
宮
」（
記
99
）

と
し
て
出
て
く
る
も
の
で
あ
る
が
、
語
釈
で
も
触
れ
た
通
り
（
前
掲
「
雄
略
紀
の

歌
と
散
文
（
Ⅱ
）」）、
景
行
朝
に
お
け
る
倭
建
命
の
西
征
・
東
征
に
雄
略
天
皇
の

統
治
を
重
ね
、
散
文
の
三
重
婇
の
服
属
と
の
あ
い
だ
に
新
た
な
説
話
空
間
を
作
り

上
げ
る
も
の
で
あ
っ
た
。天
語
歌
の
⑧
⑨
「
高
光
る　

日
の
御
子
」の
称
句
に
よ
っ

て
、
雄
略
天
皇
は
仁
徳
天
皇
と
重
な
り
、
景
行
朝
の
倭
建
命
を
起
源
と
す
る
統
治

者
像
を
示
す
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
雄
略
記
の
歌
と
散
文
（
説
話
群
）
は
雄
略
治
世
の
安
定
と
そ
の
御

世
の
繁
栄
を
示
す
意
図
に
お
い
て
一
貫
し
、
歌
が
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い

る
と
言
え
る
。

五
、
袁
祁
王
と
志
毘
臣
の
妻
争
い

【
訓
読
文
】

故か
れ

、
天あ

め
の
下し

た
を
治お

さ
め
む
と
せ
し
間あ

ひ
だに

、
平へ

群ぐ
り
の

臣お
み

が
祖お

や
、
名
は
志し

び
の毘

臣お
み

、
歌う

た
が
き垣

に
立
ち
て
、其そ

の
袁を

け
の祁

命み
こ
との

婚あ

は
む
と
せ
し
美を

と
め人

の
手
を
取
り
き
。
其
の
娘を

と
め子

は
、

菟う

田だ
の
お
び
と首

等ら

が
女む

す
め、

名
は
大お

ふ
を魚

ぞ
。
爾し

か
し
て
、
袁
祁
命
も
、
亦ま

た
歌
垣
に
立
ち
き
。

是こ
こ

に
、
志
毘
臣
歌
ひ
て
曰い

は
く
、

　

大お
ほ
み
や宮

の　

彼を
と

つ
端は

た

手で　

隅す
み

傾か
た
ぶけ

り 
 （

記
104
）

如か

此く

歌
ひ
て
、
其
の
歌
の
末す

ゑ
を
乞こ

ひ
し
時
に
、
袁
祁
命
歌
ひ
て
曰
は
く
、

　

大お
ほ

匠た
く
み

　

拙を
ぢ
な劣

み
こ
そ　

隅す
み

傾か
た
ぶけ

れ 
 （

記
105
）

爾
し
て
、
志
毘
臣
、
亦
歌
ひ
て
曰
は
く
、

　

王
お
ほ
き
みの　

心こ
こ
ろを

緩ゆ
ら

み

　

臣お
み

の
子こ

の　

八や

へ重
の
柴し

ば
か
き垣　

入い

り
立た

た
ず
あ
り 
（
記
106
）

是
に
、
王み

こ子
、
亦
歌
ひ
て
曰
は
く
、

　

潮し
ほ

瀬せ

の　

波な

折を
り

り
を
見み

れ
ば　

　

遊あ
そ

び
来く

る　

鮪し
び

が
端は

た
手で

に　

妻つ
ま

立た

て
り
見み

ゆ 

（
記
107
）

爾
し
て
、
志
毘
臣
、
愈

い
よ
よ

怒い
か

り
て
歌
ひ
て
曰
は
く
、

　

王
お
ほ
き
みの　

御み

こ子
の
柴し

ば
か
き垣

　

八や

節ふ

結じ
ま

り　

結し
ま

り
廻も

と
ほし

　

切き

れ
む
柴し

ば
か
き垣　

焼や

け
む
柴し

ば
か
き垣 

（
記
108
）

爾
し
て
、
王
子
、
亦
歌
ひ
て
曰
は
く
、

　

大お
ふ
を魚

よ
し　

鮪し
び

突つ

く
海あ

ま人
よ

　

其し

が
離あ

れ
ば　

心う
ら

恋ご
ほ

し
け
む　

鮪し
び

突つ

く
志し

び毘 

（
記
109
）

如
此
歌
ひ
て
、
闘た

た
かひ

明あ
か

し
て
各

お
の
お
の

退し
り
ぞき

き
。

　

明あ

く
る
旦あ

し
た

の
時
に
、
意お

け
の祁

命み
こ
と、

袁
祁
命
二ふ

た
は
し
ら

柱
の
議は

か

り
て
云い

は
く
、「
凡お

よ

そ
、

朝み
か
ど庭

の
人ひ

と

等ら

は
、
旦
は
朝
庭
に
参ま

ゐ
赴お

も
ぶき

、
昼ひ

る
は
志
毘
の
門か

ど
に
集つ

ど
ふ
。
亦
、
今い

ま
は
、

志
毘
必
ず
寝い

ぬ
ら
む
。
亦
、
其
の
門か

ど
に
人
無な

け
む
。
故
、
今
に
非あ

ら
ず
は
謀は

か
る
べ
き

こ
と
難か

た
け
む
」
と
い
ひ
て
、
即す

な
はち

軍い
く
さを

興お
こ

し
て
志
毘
臣
が
家い

へ
を
囲か

く
み
て
、
乃す

な
はち

殺こ
ろ

し
き
。

【
本
文
】

故
、
将
レ
治
二
天
下
一
之
間
、
平
群
臣
之
祖
、
名
志
毘
臣
、
立
二
于
歌
垣
一
、
取
二

其
袁
祁
命
将
レ
婚
之
美
人
手
一
。
其
娘
子
者
、
菟

（
1
）田

首
等
之
女
、
名
大
魚
也
。
尓
、

袁（
2
）祁

命
亦
立
二
歌
垣
一
。
於
是
、
志
毘
臣
歌
曰
、

　

意
富
美
夜
能　

袁
登
都
波
多
伝　

須
美
加
多
夫
祁
理

　

如
此
歌
而
、
乞
二
其
歌
末（

3
）一

之
時
、
袁
祁
命
歌
曰
、

　

意
富
多
久
美　

袁
遅
那
美
許
曽　

須
美
加
多
夫
祁
礼

　

尓
、
志
毘
臣
亦
歌
曰
、

　

意
富
岐
美
能　

許
々
呂
袁
由
良
美　

淤
美
能
古
能　

夜
弊
能
斯
婆
加
岐　

　

伊
理
多
々
受
阿
理

　

於
是
、
王
子
亦
歌
曰
、

　

斯
本
勢
能　

那
袁
理
袁
美
礼
婆　

阿
蘇
毘
久
流　

志
毘
賀
波
多
伝
尓

　

都
麻
多
弖
理
美
由

　

尓
、
志
毘
臣
愈
怒
歌
曰
、

　

意
富
岐
美
能　

美
古
能
志
婆
加
岐　

夜
布（

4
）士

麻
理　

斯
麻
理
母
登
本
斯

　

岐
礼
牟
志
婆
加
岐　

夜
気
牟
志
婆
加
岐

　

尓
、
王
子
亦
歌
曰
、

　

意
布（

5
）袁

余
志　

斯
毘
都
久
阿
麻
余　

斯
賀
阿
礼
婆　

宇
良
胡
本
斯
祁
牟　
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志
毘
都
久
志
毘

如
此
歌
而
、
闘

（
6
）明

各
退
。

明
旦
之
時
、
意
祁
命
・
袁
祁
命
二（

7
）柱

議
云
、
凡
、
朝
庭
人
等
者
、
旦

（
8
）参

二
赴（

9
）於

朝
庭
一
、
晝）

10
（

集
二
於
志
毘
門
一
。
亦）

11
（

今）
12
（

者
、
志
毘
必
寝
。
亦
、
其
門
無
レ
人
。
故
、

非
レ
今
者
難
レ
可
レ
謀
、
即
興
レ
軍
囲
二
志
毘
臣
之）

13
（

家
一
、
乃）

14
（

殺
也
。

【
校
異
】（
１
）
底
本
「
菀
」。
卜
部
系
に
よ
る
。（
２
）
底
本
ナ
シ
。『
鼇
頭
古
事

記
』『
訂
正
古
訓
古
事
記
』
に
よ
る
。（
３
）
底
本
「
未
」。
卜
部
系
に
よ
る
。（
４
）

（
５
）
底
本
「
有
」。
卜
部
系
に
よ
る
。（
６
）
底
本
「
闕
」。
卜
部
系
右
傍
書
に
よ

る
。（
７
）
底
本
「
二
柱
」
小
字
二
行
割
り
の
分
注
。『
鼇
頭
古
事
記
』『
訂
正
古

訓
古
事
記
』
に
よ
る
。（
８
）
底
本
「
且
」。『
訂
正
古
訓
古
事
記
』
に
よ
る
。（
９
）

底
本
「
起
」。
卜
部
系
に
よ
る
。（
10
）
底
本
「
盡
」。『
鼇
頭
古
事
記
』『
訂
正
古

訓
古
事
記
』
に
よ
る
。（
11
）
底
本
右
傍
書
に
よ
る
。（
12
）
底
本
「
令
」。
卜
部

系
に
よ
る
。（
13
）
底
本
「
乃
」。
卜
部
系
に
よ
る
。（
14
）
底
本
ナ
シ
。
卜
部
系

に
よ
る
。

【
現
代
語
訳
】

宮
殿
の
あ
ち
ら
側
の
端
が
傾
い
て
い
る
こ
と
よ
。  

　
（
記
104
）

大
工
の
棟
梁
が
下
手
だ
か
ら
こ
そ
、
隅
が
傾
い
て
い
る
の
だ
。 

　
（
記
105
）

王
の
心
が
だ
ら
し
な
い
の
で
、
臣
下
で
あ
る
私
の
家
を
幾
重
も
囲
っ
た
柴
の
垣

根
に
入
れ
な
い
で
い
る
よ
。 

（
記
106
）

潮
が
流
れ
る
浅
瀬
の
、
幾
重
に
も
波
立
つ
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
泳
ぎ
来
る
鮪
の

そ
ば
に
妻
の
立
っ
て
い
る
の
が
見
え
る
。 

（
記
107
）

王
の
御
子
の
御
殿
を
囲
む
柴
の
垣
根
は
、
た
く
さ
ん
結
ん
で
張
り
め
ぐ
ら
せ
て

い
る
が
、
や
が
て
綱
が
切
れ
て
し
ま
う
柴
の
垣
根
よ
。
焼
け
て
し
ま
う
柴
の
垣
根

よ
。 

（
記
108
）

（
大
魚
よ
し
）
鮪
を
突
く
海
人
よ
。
そ
の
大
魚
が
離
れ
て
し
ま
っ
た
な
ら
ば
、

心
の
内
に
恋
し
く
思
う
だ
ろ
う
。
鮪
を
突
く
志
毘
よ
。 

 （
記
109
）

【
語
釈
】

天
の
下
を
治
め
む
と
せ
し
間
に　

袁
祁
命
が
天
下
を
治
め
よ
う
と
し
た
あ
い
だ

に
、
の
意
。
こ
の
書
き
方
は
即
位
の
前
に
起
こ
る
反
乱
説
話
の
類
型
で
あ
る
が
、

袁
祁
命
と
志
毘
臣
は
皇
位
争
い
で
は
な
く
、
国
政
の
主
導
権
争
い
で
あ
る
か
ら
、

「
軍
」
す
な
わ
ち
力
の
論
理
に
よ
っ
て
即
位
の
正
統
性
を
示
す
。
允
恭
記
の
よ
う

な
「
日
継
」（
皇
位
継
承
）
の
語
が
こ
こ
に
な
い
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
袁
祁

命
の
場
合
、
清
寧
天
皇
に
御
子
が
な
く
、
清
寧
記
に
「
天
皇
崩
後
、
無
下
可
レ
治
二

天
下
一
之
王
上
也
」
と
記
し
、「
問
二
日
継
所
レ
知
之
王
一
」
と
い
う
結
果
、
市
辺
忍

歯
別
王
の
妹
、
飯
豊
王
が
中
継
ぎ
を
し
た
。
市
辺
忍
歯
別
王
の
遺
児
で
あ
る
二
王

が
発
見
さ
れ
、「
其
姨
飯
豊
王
、
聞
歓
而
、
令
レ
上
二
於
宮
一
」
の
記
述
を
受
け
て
、

こ
の
項
の
「
天
の
下
」
以
下
が
あ
る
。
反
乱
説
話
の
類
型
に
お
い
て
、「
日
継
」

が
ら
み
で
な
い
例
は
稀
で
あ
る
。

平
群
臣
が
祖
、
名
は
志
毘
臣　

平
群
臣
は
孝
元
記
に
建
内
宿
禰
の
子
と
し
て
「
平

群
都
久
宿
禰
者
、
平
群
臣
・
佐
和
良
臣
・
馬
御
樴
連
等
祖
也
」
と
あ
る
の
が
記
の
初
出
。

『
倭
名
類
聚
抄
』
に
「
大
和
国
平
群
郡
平
群
倍
久
利
」
と
あ
り
、
景
行
記
の
倭
建
命

（
記
31
）
と
雄
略
記
の
天
皇
（
記
90
）
の
歌
に
「
畳た

た
み
こ
も薦　

平へ

群ぐ
り

の
山や

ま

の
」（
記
31
）

と
見
え
る
。
奈
良
県
西
北
部
の
平
群
地
方
（
生
駒
郡
平
群
町
）
を
本
拠
地
と
す
る

臣
姓
氏
族
。
仁
徳
紀
元
年
に
武
内
宿
禰
の
子
、
木
菟
宿
禰
が
平
群
臣
の
始
祖
と
な

る
話
が
あ
る
。
履
中
紀
二
年
に
は
平
群
木
菟
宿
禰
が
蘇
我
満
智
宿
禰
・
物
部
伊
莒

弗
大
連
・
円
大
使
主
と
と
も
に
国
事
（
国
政
）
を
執
っ
た
と
あ
る
。
雄
略
即
位
前

紀
に
は
平
群
臣
真
鳥
を
大
臣
、
大
伴
連
室
屋
・
物
部
連
目
を
大
連
と
す
る
記
事
が

あ
る
。
蘇
我
氏
や
大
伴
・
物
部
氏
と
並
ぶ
、
大
き
な
勢
力
を
も
つ
氏
族
で
あ
っ
た
。

こ
の
妻
争
い
に
対
応
す
る
武
烈
即
位
前
紀
で
は
、
太
子
（
後
の
武
烈
天
皇
）
と
平
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群
真
鳥
臣
の
子
、
鮪
が
海
石
榴
市
の
歌う

た
が
き場

で
妻
争
い
を
す
る
話
に
な
っ
て
お
り
、

時
代
と
人
物
が
異
な
る
。

歌
垣
に
立
ち
て
、
其
の
袁
祁
命
の
婚
は
む
と
せ
し
美
人
の
手
を
取
り
き　

ウ
タ
ガ

キ
は
ウ
タ
・
カ
キ
の
連
濁
。『
記
傳
』
は
「
互タ

ガ
ヒに

哥
を
よ
み
て
、
加カ

具グ

禮レ

交カ
ハ

す
よ

し
の
名
」
で
、
加
具
禮
と
は
「
妻
を
よ
ば
ふ
事
」
の
意
の
古
言
と
す
る
。『
古
代

歌
謡
全
注
釈
・
古
事
記
編
』
は
「
歌
」
と
「
人
垣
」
の
結
合
で
は
な
く
、「
歌
掛

け
」
の
古
形
で
、「
相
手
に
歌
い
か
け
て
答
え
歌
を
求
め
る
こ
と
」
と
す
る
。
万

葉
で
は
ウ
タ
ガ
キ
を
カ
ガ
ヒ
と
も
言
う
。
ウ
タ
ガ
キ
の
例
は
①
清
寧
記
「
歌
垣
」、

②
武
烈
紀
「
歌
場
此
云
二
宇
多
我
岐
一

」、
③
『
常
陸
国
風
土
記
』
香
島
郡
・
童
子
松

原
「
嬥
歌
之
会
俗
云
二
宇
太
我
岐
一
、
又
云
二
加
我
一
也
」、
④
同
・
筑
波
郡
・
筑
波
岳
「
筑

波
峰
之
会
」、
⑤
「
摂
津
国
風
土
記
逸
文
」
雄
伴
郡
「
歌
垣
山
」、
⑥
「
肥
前
国
風

土
記
逸
文
」
杵
島
郡
「
杵
島
曲
」、
⑦
『
万
葉
集
』「
登
二
筑
波
嶺
一
為
二
嬥
歌
会
一

日
作
歌
」「
加か

が

ふ
賀
布
嬥か

が
ひ歌

尓に

…
…
嬥
歌
者
、
東
俗
語
曰
二
賀
我
比
一
」（
９
・
一
七
五
九
）、

⑧
同
「
海つ

ば
石
榴
市い

ち
の　

八や

そ十
の
衢ち

ま
たに　

立
ち
平な

ら
し
」（
12
・
二
九
五
一
）、⑨
『
続
紀
』

天
平
六
年
二
月
「
天
皇
御
二
朱
雀
門
一
、
覧
二
歌
垣
一
」、
⑩
同
・
宝
亀
元
年
三
月
「
六

氏
男
女
二
百
三
十
人
供
二
奉
歌
垣
一
」
が
主
要
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
に

よ
っ
て
、ウ
タ
ガ
キ
と
は
男
女
が
山
や
海
岸
、市
な
ど
に
集
ま
り
、歌
を
掛
け
合
っ

て
飲
食
し
（
③
〜
⑥
）、
性
的
解
放
を
も
伴
う
（
⑦
⑧
）
民
俗
行
事
で
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
の
③
〜
⑧
が
民
間
型
、
⑨
⑩
が
新
し
い
都
市
型
で
、
①
②
は
民

間
型
を
枠
組
み
と
し
て
歴
史
叙
述
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
う
た
わ
れ
る

掛
け
合
い
歌
は
歴
史
的
事
件
を
う
た
っ
た
宮
廷
叙
事
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
居

駒
永
幸
「
ヲ
ケ
と
シ
ビ
の
歌
垣
と
宮
廷
叙
事
歌
」『
古
代
の
歌
と
叙
事
文
芸
史
』）。

散
文
の
「
婚
は
む
と
せ
し
美
人
」
は
ウ
タ
ガ
キ
の
枠
組
み
に
基
づ
く
も
の
で
、
第

四
歌
の
詞
句「
鮪
が
端
手
に　

妻
立
て
り
見
ゆ
」（
記
108
）に
よ
る
叙
述
と
言
え
る
。

「
手
を
取
り
き
」も
ウ
タ
ガ
キ
歌
の
常
套
表
現「
妹
が
手
を
取
る
」の
句
に
基
づ
く
。

第
四
歌
の
「
端
手
」
も
「
手
を
取
る
」
意
と
関
わ
る
で
あ
ろ
う
。

菟
田
首
等
が
女
、
名
は
大
魚　

菟
田
首
は
底
本
に
「
菀
」
と
あ
り
、
他
に
見
え
な

い
。
記
の
用
字
は
「
宇
陀
」
で
あ
る
が
、紀
に
は
「
菟
田
」
が
用
い
ら
れ
る
。『
記

傳
』は
大
和
の
宇
陀
か
ら
出
た
氏
族
と
推
測
す
る
が
、記
で
は
す
べ
て「
宇
陀
」で
、

「
菟
田
」
の
字
は
疑
わ
し
い
と
す
る
。『
古
事
記
注
釈
』
は
大
魚
が
宇
陀
か
ら
来
た

女
で
、
歌
垣
の
場
が
海
石
榴
市
で
あ
っ
た
こ
と
を
暗
示
す
る
と
し
て
い
る
。
伊
勢

や
宇
陀
か
ら
の
道
と
山
辺
道
の
交
差
点
と
い
う
要
衝
に
立
つ
市
か
ら
考
え
て
、
そ

の
よ
う
な
理
解
は
あ
り
得
る
。「
等
」
は
複
数
の
氏
族
の
女
を
意
味
し
、
理
解
し

に
く
い
。
底
本
以
下
、
諸
本
す
べ
て
に
記
載
さ
れ
る
か
ら
、
竄
入
や
誤
写
と
は
言

い
に
く
い
。『
記
傳
』
は
父
の
名
が
伝
わ
ら
な
か
っ
た
た
め
と
す
る
が
、
腑
に
落

ち
な
い
。
新
編
全
集
『
古
事
記
』
は
「
等
」
を
名
と
解
し
て
ヒ
ト
シ
と
訓
む
。
た

だ
、「
等
」
を
名
と
す
る
確
証
は
な
く
、
菟
田
首
と
そ
の
集
団
と
い
う
意
も
考
え

ら
れ
る
。
大
魚
に
は
菟
田
の
地
域
全
体
の
祭
祀
を
司
る
巫
女
的
存
在
と
い
う
理
解

が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
記
の
用
例
か
ら
「
美
人
」
に
は
巫
女
的
性
格
が
指
摘

さ
れ
て
い
る（
青
木
周
平「
神
武
天
皇
成
婚
伝
承
と〈
一
宿
婚
〉」『
古
事
記
研
究
』）。

武
烈
即
位
前
紀
で
は
物
部
麁
鹿
火
大
連
の
女
、
影
媛
と
あ
り
、
妻
の
名
が
異
な
る
。

記
の
大
魚
は
、『
古
代
歌
謡
全
注
釈
・
古
事
記
編
』
に
「
歌
詞
に
よ
っ
て
、
女
の

名
を
「
大
魚
」
と
し
た
」、『
古
事
記
注
釈
』
に
「
歌
詞
の
「
大
魚
」
を
女
の
名
で

あ
る
と
受
け
と
っ
た
」
と
し
、
最
後
の
第
六
歌
「
大
魚
よ
し
」（
記
110
）
の
歌
詞

か
ら
生
ま
れ
た
妻
の
名
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
正
確
に
言
え
ば
、
歌
の
叙

事
で
成
り
立
つ
大
魚
の
話
を
散
文
で
説
明
し
た
の
で
あ
る
。
実
体
の
わ
か
ら
な
い

「
菟
田
首
」
も
、「
ウ
タ
（
歌
）」
の
意
を
重
ね
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

大
宮
の　

彼
つ
端
手
に　

隅
傾
け
り　

オ
ホ
ミ
ヤ
は
宮
殿
、
皇
宮
の
こ
と
。『
記

傳
』
に
「
宮
と
は
、
王ミ

コ
に
限
り
て
云
」
と
あ
る
。
袁
祁
命
の
宮
殿
を
言
う
。
ヲ
ト

は
空
間
的
に
遠
い
所
、
離
れ
た
場
所
の
意
で
、
ヲ
チ
（
遠
）
の
交
替
形
。
神
功

紀
に
「
彼を

ち
か
た方

の　

あ
ら
ら
松ま

つ
ば
ら原

」（
紀
28
）
と
あ
る
。
ツ
は
格
助
詞
。
ハ
タ
は
端
、

縁
の
意
。『
類
聚
名
義
抄
』
に
「
縁 

ヘ
リ 

ハ
タ
」
と
あ
る
。
デ
は
場
所
を
表
わ
す
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名
詞
に
付
く
場
所
・
方
向
の
接
尾
語
テ
で
、
連
濁
で
デ
と
な
る
。
端
の
方
の
意
。

応
神
記
の
「
後

う
し
ろ

手で

は　

小を

楯だ
て

ろ
か
も
」（
記
42
）
は
後
ろ
の
方
（
姿
）
を
表
わ
す
。

『
記
傳
』
は
「
左
右
の
脇
へ
張リ
出
し
た
る
檐ノ

キ
な
ど
を
云
る
」
と
す
る
。
ス
ミ
は
宮

殿
の
隅
を
言
い
、
そ
れ
が
傾
い
て
い
る
と
は
袁
祁
命
へ
の
悪
口
、
嘲
笑
を
意
味
す

る
。『
記
傳
』
は
「
見
苦
し
く
窄ス

ボ

れ
る
に
譬
へ
て
、
侮ア

ナ
ドり

嘲
ア
ザ
ケ
リ

奉
り
、
且ツ
己オ

ノ

が
其ノ

嬢
子
を
得
た
る
状サ

マ
を
誇ホ

コ
り
た
る
な
り
」
と
解
す
る
。
志
毘
が
袁
祁
命
の
宮
殿
の
悪

口
を
言
っ
て
挑
発
す
る
歌
で
あ
る
。「
大
宮
」
の
語
は
民
間
の
歌
垣
で
は
あ
り
得

ず
、
宮
廷
の
出
来
事
と
し
て
う
た
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

歌
の
末
を
乞
ひ　

答
え
と
な
る
下
の
歌
句
を
求
め
た
、
の
意
。
袁
祁
命
と
志
毘

臣
は
歌
垣
に
立
っ
て
、
歌
の
本
末
の
掛
け
合
う
の
で
あ
る
。
本
の
「
隅
傾
け
り
」

に
対
し
て
、
末
で
は
「
隅
傾
け
れ
」
と
応
じ
た
も
の
。
五
七
五
の
片
歌
形
式
に

対
し
て
同
形
式
で
返
す
例
は
、
神
武
記
の
「
な
ど
黥さ

け
る
利と

め目
」（
記
16
）
に
対

す
る
「
我わ

が
黥さ

け
る
利と

目め

」（
記
17
）
や
景
行
記
の
「
幾い

く

夜よ

か
寝ね

つ
る
」（
記
25
）

と
「
日ひ

に
は
十と

を

日か

を
」（
記
26
）
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
対
の
関
係
が
一
首
と
し
て

詠
ま
れ
る
と
こ
ろ
に
旋
頭
歌
の
成
立
が
あ
る
。
本
末
は
『
万
葉
集
』
に
尼
の
頭

句
（
上
の
句
）
に
大
伴
家
持
が
末
句
（
下
の
句
）
を
「
継
ぎ
て
和
ふ
る
歌
」（
８
・

一
六
三
五
）
と
あ
り
、
朱
雀
門
で
行
わ
れ
た
天
平
六
年
二
月
の
歌
垣
に
も
「
以
二

本
末
一
唱
和
」（
続
日
本
紀
）
と
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
歌
垣
は
宮
廷
儀
式
の
踏

歌
で
あ
っ
て
、
民
間
の
歌
垣
と
結
び
つ
け
な
い
方
が
よ
い
（
居
駒
永
幸
「
日
本
古

代
の
歌
垣
―
「
歌
垣
」「
歌
場
」「
嬥
歌
」
と
そ
の
歌
―
」
岡
部
隆
志
他
編
『
歌

の
起
源
を
探
る　

歌
垣
』）。

大
匠　

拙
劣
み
こ
そ　

隅
傾
け
れ　

オ
ホ
タ
ク
ミ
は
宮
廷
に
仕
え
る
大
工
の
棟

梁
。
雄
略
紀
十
二
年
、
木こ

工だ
く
み

闘つ

鶏げ
の

御み

田た

を
う
た
っ
た
歌
に
「
我わが
命い

の
ちも　

長な
が

く

も
が
と　

言い

ひ
し
工た

く
み匠

は
や
」（
紀
78
）
と
あ
る
。
舒
明
紀
十
一
年
七
月
に
宮
と

寺
を
造
営
す
る
際
、「
以
二
書
直
縣
一
為
二
大
匠
一
」
と
あ
る
。
宮
廷
の
建
築
技
術
者

の
長
を
特
に
大
匠
と
言
っ
た
。
ヲ
ヂ
ナ
ミ
は
ヲ
ヂ
ナ
シ
の
ミ
語
法
で
、
下
手
だ
か

ら
、劣
っ
て
い
る
の
で
、の
意
。「
仏
足
石
歌
」（
狩
谷
棭
斎
『
古
京
遺
文
』）
に
「
を

ぢ
な
き
や　

我わ
れ

に
劣お

と
れ
る　

人ひ
と

を
多お

ほ
み
」、『
新
撰
字
鏡
』
に
「
怯 

乎
知
奈
之
」
と

あ
る
。
拙
劣
・
臆
病
・
怯
懦
な
ど
の
意
が
あ
る
。
隅
が
傾
い
た
の
は
大
工
の
技
術

の
せ
い
だ
と
し
て
、
自
分
と
は
無
関
係
な
こ
と
だ
と
突
き
放
し
、
大
匠
を
管
理
す

る
政
治
的
責
任
こ
そ
お
前
に
あ
る
と
、志
毘
を
逆
に
責
め
た
と
も
解
さ
れ
る
。『
古

代
歌
謡
全
注
釈
・
古
事
記
編
』
は
こ
の
二
首
の
問
答
歌
を
物
語
歌
と
し
、『
記
紀

歌
謡
評
釈
』
は
問
答
芸
能
の
様
式
に
よ
る
机
上
の
作
品
で
は
な
い
か
と
す
る
。
こ

の
話
は
袁
祁
命
の
「
大
宮
」
と
志
毘
臣
の
「
大
匠
」
に
表
わ
さ
れ
る
よ
う
に
、
掛

け
合
い
形
式
の
歌
の
叙
事
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
。
掛
け
合
い
歌
そ
の
も
の
が
物
語

な
の
で
あ
る
。

王
の　

心
を
緩
み　
「
王
」
は
袁
祁
命
を
指
す
。
諸
注
の
多
く
は
「
大
君
」
と
す

る
が
、
天
皇
を
指
す
語
な
の
で
、
こ
こ
で
は
「
王
」
の
方
が
よ
い
。
袁
祁
命
を
こ

き
下
ろ
す
意
図
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
敬
意
を
表
わ
さ
な
い
「
王
」

が
ふ
さ
わ
し
い
。
散
文
に
も
「
王
子
」
と
あ
る
。
ユ
ラ
ミ
は
形
容
詞
ユ
ラ
シ
の
ミ

語
法
。
ユ
ラ
シ
の
確
例
は
な
い
が
、
ユ
ラ
シ
・
ユ
ル
シ
の
形
が
考
え
ら
れ
る
。
心

が
ゆ
る
や
か
な
の
で
、
の
意
で
あ
る
が
、
心
が
だ
ら
し
な
い
の
で
、
と
い
う
否
定

的
意
味
も
も
つ
。

臣
の
子
の　

八
重
の
柴
垣　

入
り
立
た
ず
あ
り　
「
臣
の
子
」
は
志
毘
臣
の
こ
と

で
、
う
た
い
手
で
あ
る
志
毘
臣
が
自
分
を
指
し
て
言
っ
た
言
葉
。「
子
」
は
相
手

に
対
す
る
親
称
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
臣
下
の
意
で
あ
る
。
雄
略
即
位
前
紀
の

「
臣お

み
の
子こ

は　

栲た
へ

の
袴は

か
まを　

七な
な

重へ

を
し
」（
紀
74
）
は
妻
か
ら
円
大
臣
を
指
し
て
言

う
。
天
智
紀
十
年
の
童
謡
で
は
「
臣お

み

の
子こ

の　

八や

へ重
の
紐ひ

も
と解

く
」（
紀
127
）
は
近

江
朝
の
大
臣
た
ち
を
指
す
。
自
分
に
親
称
は
用
い
な
い
の
で
、『
古
代
歌
謡
全
注

釈
・
古
事
記
編
』
は
「
物
語
述
作
者
の
用
語
」
と
見
る
。
こ
の
場
合
、
歌
は
掛

け
合
い
の
形
式
を
と
る
が
、
明
ら
か
に
妻
争
い
の
事
件
を
う
た
う
叙
事
の
歌
で
あ

る
。
志
毘
臣
の
歌
で
あ
り
な
が
ら
、
自
分
自
身
を
事
件
に
関
わ
る
一
人
と
し
て
う
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た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
八
重
の
柴
垣
」
は
幾
重
に
も
柴
で
造
っ
た
垣
根
の
意

で
、
堅
固
な
囲
み
で
中
に
入
れ
な
い
意
を
表
わ
す
。『
記
傳
』
は
、
柴
垣
が
「
賎

ア
ヤ
シ

き
垣
」
で
は
な
く
、「
賛ホ

メ

た
る
名
」
と
し
、
反
正
記
の
「
多
治
比
之
柴
垣
宮
」
を

挙
げ
て
い
る
。『
新
撰
字
鏡
』
に
「
籬 

垣
也 

竹
柴
等
類
垣
曰
籬 

志
波
加
支 

又
竹
加
支
」

と
あ
る
。
志
毘
臣
が
柴
垣
の
堅
固
さ
を
自
画
自
賛
し
、
そ
の
中
に
王
が
求
婚
し
よ

う
と
す
る
大
魚
が
い
る
こ
と
を
示
す
。「
入
り
立
た
ず
あ
り
」
は
志
毘
臣
が
入
れ

な
い
で
い
る
こ
と
を
か
ら
か
う
詞
句
で
、
相
手
を
や
り
こ
め
る
掛
け
合
い
歌
に
ふ

さ
わ
し
い
。
こ
の
歌
に
は「
王
」と「
臣
の
子
」を
う
た
う
妻
争
い
の
叙
事
と
対
立
・

闘
争
し
て
掛
け
合
う
歌
垣
の
歌
と
の
共
在
が
見
ら
れ
る
。

潮
瀬
の　

波
折
り
を
見
れ
ば　
「
潮
瀬
」
は
弧
語
で
、
万
葉
歌
に
も
用
例
が
な
い
。

「
瀬
」
は
川
や
海
の
浅
い
所
を
言
い
、
海
の
浅
瀬
で
、
海
流
が
ぶ
つ
か
っ
て
白
波

が
立
つ
場
所
を
意
味
す
る
。「
波
折
り
」
も
確
例
を
見
な
い
が
、
文
字
通
り
、
波

が
折
り
重
な
る
こ
と
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。『
記
傳
』
は
「
波
の
高
く
立ツ
處
を

云
」
と
し
、
万
葉
歌
の
「
白し

ら
な
み波

の　

八や

へ重
折を

る

が
上う

へ

に
」（
７
・
一
一
六
八
、
20
・

四
三
六
〇
）
を
挙
げ
、「
浪
の
重シ

キ
タ
ツ起

が
、
撓

タ
ワ
ミ

折ヲ

る
ゝ
形
な
る
を
云
り
」
の
意
の
「
八

重
折
」
と
同
じ
と
す
る
。
し
か
し
、『
時
代
別
国
語
大
辞
典
・
上
代
編
』
に
よ
れ

ば
、
用
例
歌
の
折
リ
は
居
リ
で
あ
る
ら
し
く
、
波
が
撓
み
折
れ
る
よ
り
は
、
波
が

幾
重
に
も
折
り
重
な
っ
て
、
寄
せ
る
波
が
高
く
盛
り
上
が
る
意
に
重
点
が
あ
る
。

そ
こ
は
外
洋
と
の
境
の
白
波
が
立
つ
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
歌
垣
が
海
の
近
く
で
行

わ
れ
て
い
る
と
は
読
み
取
れ
な
い
し
、
前
の
歌
の
「
八
重
の
柴
垣
」
か
ら
も
海
の

様
子
は
窺
え
な
い
。
歌
垣
に
集
ま
る
群
衆
を
「
潮
瀬
の　

波
折
り
」
に
見
立
て
て

詠
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。『
常
陸
国
風
土
記
』
香
島
郡
・
童
子
松
原
の
「
潮う

し
ほに

は　

立た

た
む
と
言い

へ
ど
」
の
詞
句
に
つ
い
て
、
岩
波
古
典
大
系
『
古
代
歌
謡
集
』

は
「
歌
垣
に
参
加
し
て
い
る
大
勢
の
人
を
「
潮
」
に
た
と
え
た
」
と
す
る
の
が
参

考
に
な
る
。
王
は
「
海
」、
志
毘
臣
は
「
柴
垣
」
を
題
材
に
し
て
歌
の
掛
け
合
い

を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
見
か
み
合
わ
な
い
こ
と
が
、
相
手
を
や
り
込
め
る
掛

け
合
い
歌
に
お
い
て
必
要
な
言
葉
の
技
術
と
見
ら
れ
る
。

遊
び
来
る　

鮪
が
端
手
に　

妻
立
て
り
見
ゆ　
「
遊
び
来
る
」
は
ぶ
ら
ぶ
ら
泳
い

で
来
る
意
で
、
鮪
を
揶
揄
す
る
句
で
あ
る
。
ア
ソ
ブ
の
意
味
は
遊
楽
・
遊
行
・
遊

猟
・
歌
舞
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
が
、
こ
こ
で
は
志
毘
臣
が
歌
垣
の
場に

は
に
ふ
ら
ふ
ら

や
っ
て
来
る
こ
と
を
言
う
。
シ
ビ
は
、
表
向
き
は
マ
グ
ロ
の
意
の
「
鮪
」
で
あ
る

が
、
相
手
の
志
毘
臣
の
名
を
掛
け
て
い
る
。
武
烈
即
位
前
紀
に
「
鮪
、
此
云
二
玆

寐
一
」
の
訓
注
が
あ
り
、『
出
雲
国
風
土
記
』
嶋
根
郡
の
宇
由
比
の
浜
ほ
か
四
浜
に

「
捕
二
志

魚
一
」
と
記
す
。
万
葉
歌
に
「
藤ふ

ぢ

井ゐ

の
浦
に　

鮪し
び

釣つ
る

等と　

海あ

ま人
舟ぶ

ね
さ
わ騒

き
」

（
６
・
九
三
八
）、「
鮪し

び
つ
く衝

等と　

海あ

ま人
の
燭と

も
せ
る　

い
ざ
り
火ひ

の
」（
19
・
四
二
一
八
）

と
あ
り
、
鮪
は
釣
っ
た
り
突
い
た
り
し
た
。『
倭
名
類
聚
抄
』
に
は
「
鮪 

一
名
黄

頰
魚 

和
名
之
比
」
と
あ
っ
て
頰
の
黄
色
の
魚
と
し
、
マ
グ
ロ
だ
け
に
限
定
で
き
な

い
。「
端
手
」
は
第
一
歌
の
「
大
宮
の　

彼
つ
端
手
」
を
受
け
、
鮪
の
鰭は

た

の
場
所

と
い
う
意
を
掛
け
て
い
る
。『
倭
名
類
聚
抄
』
に
「
鰭 

和
名
波
太
俗
云
比
禮 

魚
背
上

也
」
と
あ
り
、
ハ
タ
は
背
び
れ
や
胸
び
れ
の
こ
と
で
、
脇
と
い
う
場
所
を
示
し

た
。「
鮪
が
端
手
に
」は
鮪（
志
毘
）の
そ
ば
に
、の
意
と
な
る
。「
妻
立
て
り
見
ゆ
」

は
歌
垣
の
群
衆
の
中
に
、
志
毘
の
そ
ば
に
立
っ
て
い
る
妻
が
見
え
る
と
い
う
意
で

あ
る
。
上
代
語
の
「
見
ゆ
」
は
万
葉
歌
に
も
「
恐か

し
こき

海う
み

に　

船ふ
な

出で

為せ

利り

所み

ゆ見
」（
６
・

一
〇
〇
三
）
と
あ
る
よ
う
に
、
終
止
形
を
受
け
る
。
歌
垣
で
は
群
衆
か
ら
相
手
を

見
つ
け
る
こ
と
が
大
切
な
要
件
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
前
出
の
「
潮
に
は
」
の

歌
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
下
の
句
の
「
奈な

西せ

の
子こ

が　

八や

十そ

島し
ま

隠が
く

り　

吾わ

を
見み

さ
ば
し
り
」
は
群
衆
の
中
で
互
い
に
見
つ
け
出
す
と
い
う
よ
う
な

意
味
に
解
さ
れ
る
。「
妻
立
て
り
」
は
前
の
志
毘
の
歌
「
入
り
立
た
ず
あ
り
」
を

受
け
、「
見
ゆ
」
は
王
が
群
衆
の
中
に
妻
の
大
魚
を
見
つ
け
た
こ
と
を
言
う
。
マ

グ
ロ
で
あ
る
お
前
の
そ
ば
に
妻
の
大
魚
が
立
つ
と
は
ま
っ
た
く
似
つ
か
わ
し
く

な
い
と
悪
口
を
言
っ
て
こ
き
下
ろ
し
た
と
解
さ
れ
る
。「
愈
怒
り
て
」
は
王
の
悪

口
に
対
す
る
志
毘
の
反
応
で
あ
る
。
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王
の　

御
子
の
柴
垣　

ノ
は
同
格
の
助
詞
で
、
王
で
あ
る
御
子
の
意
。
御
子
の
御

殿
を
囲
む
柴
で
造
っ
た
垣
根
の
こ
と
で
、
前
々
歌
（
記
107
）
の
「
臣
の
子
の　

八

重
の
柴
垣
」
を
受
け
る
。
志
毘
臣
は
「
柴
垣
」
を
題
材
に
し
て
お
り
、王
の
「
海
」

の
題
材
と
ま
っ
た
く
か
み
合
わ
な
い
。

八
節
結
り　

結
り
廻
し　
「
八
節
」
は
多
く
の
節
を
言
い
、「
節
」
は
柴
を
綱
で
結

ん
だ
結
び
目
、
編
み
目
の
こ
と
。
武
烈
即
位
前
紀
に
は
「
王

お
ほ
き
みの　

八や

へ重
の
組く

み

垣か
き　

懸か

か
め
ど
も
」（
紀
90
）、「
臣お

み
の
子こ

の　

八や

ふ節
の
柴し

ば
か
き垣

」（
紀
91
）
と
あ
り
、
柴
垣

を
編
ん
だ
時
の
結
び
目
を
「
節
」
と
言
っ
て
い
る
。『
俊
頼
髄
脳
』
の
「
み
ち
の

く
の
十と

ふ
の
菅す

が
ご
も菰

」
の
歌
に
つ
い
て
、
袖
中
抄
に
「
十
ふ
の
菅
菰
と
は
、
編
み
緒

十
に
し
て
編
み
た
る
也
」
と
あ
る
の
が
参
考
に
な
る
。「
結
り
」
は
結
び
目
を
綱

で
し
ば
る
意
で
、『
類
聚
名
義
抄
』
に
「
縛 

ユ
フ 

ツ
ナ
グ 

シ
ハ
ル 

ユ
ハ
フ 

ム
ス
フ
」

と
あ
り
、「
縛
る
」
と
同
義
語
。「
八
節
結
り
」
は
結
び
目
が
多
く
あ
る
高
い
柴
垣

で
、
立
派
で
堅
固
な
、
の
意
を
表
わ
す
。「
結
り
廻
し
」
は
御
殿
の
周
り
に
柴
垣

を
結
い
廻
ら
す
こ
と
。
モ
ト
ホ
シ
は
他
動
詞
で
、
廻
ら
す
意
。
仲
哀
記
に
「
少す

く

名な

御み

神か
み

の
…
…
豊と

よ

寿ほ

き　

寿ほ

き
廻も

と
ほし

」（
記
40
）
と
あ
る
。『
記
傳
』
は
「
此ノ
下
に

多タ

リ理
登ト

モ母
と
云
ふ
こ
と
を
添へて
心
得
べ
し
」
と
し
、
ト
モ
を
補
っ
て
逆
接
の
意
で

解
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

切
れ
む
柴
垣　

焼
け
む
柴
垣　

縛
っ
て
あ
る
綱
が
切
れ
て
し
ま
う
柴
垣
、
焼
け
て

し
ま
う
柴
垣
の
意
で
、
堅
固
な
柴
垣
だ
け
れ
ど
も
、
い
ず
れ
壊
れ
、
焼
け
て
し
ま

う
と
、
志
毘
臣
が
悪
口
を
言
っ
て
や
り
返
す
歌
で
あ
る
。「
切
れ
む
」
に
つ
い
て
、

『
記
傳
』
は
「
縄
に
は
非
ず
。
垣
の
断タ

エ
截キ

れ
む
な
り
」
と
し
、「
い
か
に
堅
く
結ユ

ヒ

周メ
グ

ら
し
給
ふ
と
も
、吾
截キ

ら
ば
截キ

レ
ぬ
べ
し
」
と
す
る
が
、上
に
綱
で
結
ぶ
意
の
「
結
り
」

が
あ
る
の
で
、柴
垣
の
綱
が
切
れ
て
壊
れ
る
と
解
さ
れ
る
し
、「
切
れ
む
」
を
吾
（
志

毘
臣
）
の
意
志
と
ま
で
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
や
が
て
切
れ
そ
う
な
、
焼
け
そ

う
な
柴
垣
と
い
う
悪
口
と
解
し
て
よ
か
ろ
う
。
志
毘
臣
の
歌
は
「
大
宮
」「
柴
垣
」

「
柴
垣
」
と
、
袁
祁
王
の
御
殿
を
け
な
す
主
題
で
貫
か
れ
る
。
こ
こ
ま
で
の
シ
バ

カ
キ
・
ジ
マ
リ
・
シ
マ
リ
・
シ
バ
カ
キ
・
シ
バ
カ
キ
と
い
う
、
シ
バ
カ
キ
の
語
の

く
り
返
し
と
シ
の
音
の
重
な
り
は
意
図
的
で
、
た
た
み
か
け
る
よ
う
に
相
手
を
や

り
込
め
る
言
葉
の
力
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
は
第
五
句
を
少
し
言
い
換
え

て
く
り
返
す
仏
足
石
歌
体
で
あ
る
。

大
魚
よ
し　

鮪
突
く
海
人
よ　
「
大
魚
よ
し
」
は
鮪
に
か
か
る
枕
詞
。
オ
フ
ヲ
は

オ
ホ
ウ
ヲ
（
大
魚
）
の
縮
約
形
で
、ヨ
シ
は
詠
嘆
の
複
合
助
詞
。
孤
例
で
あ
る
が
、

『
冠
辞
考
』
は
「
大オ

ホ
ヲ魚

よ
鮪シ

ビ

と
つ
ゞ
け
給
へ
る
」
枕
詞
と
す
る
。
鮪
捕
り
に
銛
突

き
漁
法
が
あ
っ
た
こ
と
は
前
掲
の
例
歌
で
確
認
で
き
る
。
漁
り
火
を
燭
し
て
、夜
、

灯
り
に
近
づ
く
鮪
を
突
い
た
よ
う
で
あ
る
。「
大
魚
」
は
枕
詞
で
あ
る
と
と
も
に

娘
子
の
名
と
い
う
二
重
の
意
味
が
あ
る
。
掛
け
合
い
で
は
娘
子
の
名
が
強
調
さ
れ

る
。
鮪
を
突
く
海
人
を
志
毘
臣
に
見
立
て
て
、
大
魚
を
手
に
し
よ
う
と
す
る
志
毘

臣
の
こ
と
を
も
う
一
つ
の
意
味
と
し
て
提
示
す
る
の
で
あ
る
。
結
句
の
「
鮪
突
く

海
人
」
か
ら
す
る
と
、
鮪
に
大
魚
、
海
人
に
志
毘
臣
が
重
な
る
と
見
る
ほ
か
な
い
。

こ
の
場
合
、前
々
歌
に
「
鮪
が
端
手
に　

妻
立
て
り
見
ゆ
」（
記
107
）
と
あ
る
の
で
、

大
魚
は
志
毘
臣
の
そ
ば
に
い
る
こ
と
に
な
る
。「
海
人
よ
」
の
ヨ
は
呼
び
か
け
で
、

袁
祁
命
が
志
毘
臣
に
呼
び
か
け
て
挑
発
し
、
や
り
込
め
る
う
た
い
方
で
あ
る
。

其
が
離
れ
ば　

心
恋
し
け
む　
「
其
」
は
中
称
の
代
名
詞
で
、
す
ぐ
上
の
「
鮪
」

を
指
す
。
仁
徳
記
に
「
斎ゆ

つ
真ま

椿つ
ば
き

　

其し

が
花は

な
の　

照て

り
坐い

ま
し　

其し

が
葉は

の
広ひ

ろ
り
坐い

ま

す
は
」（
記
57
）
と
あ
り
、
両
方
の
「
其
」
は
と
も
に
す
ぐ
上
に
あ
る
「
椿
」
を

指
す
。
こ
こ
で
は
「
鮪
」
と
「
大
魚
」
の
二
重
の
意
味
が
あ
る
。
ア
レ
は
下
二

段
動
詞
「
離あ

る
」
の
未
然
形
で
、
離
れ
て
行
っ
た
な
ら
ば
、
の
意
。「
離
る
」
は

弧
語
で
あ
る
が
、
万
葉
歌
の
「
住
む
鳥
も　

荒あ
ら

備び

勿な

行ゆ
き
そ」（

２
・
一
八
〇
）
な
ど
、

ア
ラ
＋
ブ
の
例
か
ら
遠
ざ
か
る
、
離
散
す
る
意
の
「
離
る
」
が
推
定
さ
れ
る
。
こ

の
詞
句
に
は
、
突
こ
う
と
し
た
鮪
が
海
人
か
ら
遠
く
に
離
れ
て
行
っ
た
ら
、
の
意

と
並
行
し
て
、
妻
に
し
よ
う
と
し
た
大
魚
が
お
前
の
も
と
か
ら
去
っ
て
行
っ
た

ら
、
の
意
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ウ
ラ
は
内
側
に
こ
も
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
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「
心
」
を
言
う
。
万
葉
歌
に
「
宇う

ら

も

な

く

良
毛
奈
久　

我わ

が
行ゆ

く
道
に
…
…
物も

の

思も

ひ
出で

つ

も
」（
14
・
三
四
四
三
）
な
ど
の
ウ
ラ
モ
ナ
ク
が
あ
り
、
ま
た
ウ
ラ
ガ
ナ
シ
・
ウ

ラ
グ
ハ
シ
の
よ
う
に
接
頭
語
的
に
用
い
ら
れ
る
。
コ
ホ
シ
ケ
は
コ
ホ
シ
の
未
然
形

で
、コ
ヒ
シ
の
古
形
と
見
ら
れ
る
。
斉
明
紀
に「
君き

み
が
目め

の　

恋こ
ほ

し
き
か
ら
に
」（
紀

123
）
と
あ
る
。
ム
は
推
量
で
、
心
の
内
に
恋
し
く
思
う
だ
ろ
う
、
の
意
。
大
魚
が

志
毘
臣
か
ら
離
れ
た
時
を
仮
定
し
、
袁
祁
命
が
そ
の
心
中
を
見
透
か
し
て
揶
揄
し

て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

鮪
突
く
志
毘　

第
二
句
の
「
鮪
突
く
海
人
」
の
く
り
返
し
で
あ
る
が
、「
海
人
」

と
い
う
ぼ
か
し
た
言
い
方
と
違
っ
て
「
志
毘
」
の
名
を
明
示
す
る
。
鮪
を
銛
で
突

く
志
毘
と
い
う
意
と
並
行
し
て
、
鮪
（
大
魚
）
を
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
志
毘
さ

ん
よ
、
と
相
手
を
嘲
笑
す
る
意
が
あ
る
。
こ
の
結
句
は
第
四
句
で
切
れ
て
や
や
独

立
し
た
う
た
い
方
に
な
っ
て
い
て
、
志
毘
臣
に
対
し
て
最
後
に
言
い
放
っ
た
言
葉

に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
歌
だ
け
の
結
句
で
は
な
く
、
六
首
の
掛
け
合
い
の
結
び
と

い
う
意
味
も
あ
ろ
う
。
果
た
し
て
こ
の
歌
に
対
す
る
志
毘
臣
の
返
し
は
な
い
。
つ

ま
り
、
歌
を
返
せ
な
い
こ
と
は
敗
北
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
掛
け
合
い
歌
の
原
理

的
な
ル
ー
ル
と
言
っ
て
よ
い
。
奄
美
の
例
で
あ
る
が
、
私
は
二
〇
〇
九
年
三
月
に

徳
之
島
の
目
手
久
集
落
で
ウ
タ
ア
シ
ビ
（
歌
遊
び
）
を
見
た
こ
と
が
あ
る
。
男
四

人
と
女
七
人
が
座
敷
で
向
き
合
っ
て
、
男
の
サ
ン
シ
ン
（
三
線
）
に
合
わ
せ
て
男

女
一
人
ず
つ
、
歌
を
掛
け
合
う
。
最
初
は
ゆ
っ
く
り
で
あ
る
が
、
サ
ン
シ
ン
の
音

が
だ
ん
だ
ん
早
く
な
り
、
歌
を
出
す
の
に
余
裕
が
な
く
な
る
。
つ
い
に
歌
を
出
せ

な
い
女
側
が
負
け
と
な
っ
た
。
歌
を
く
り
出
す
真
剣
な
表
情
は
歌
遊
び
と
い
う
よ

り
、
歌
の
闘
い
で
あ
る
。
勝
敗
は
歌
が
出
る
か
出
な
い
か
で
あ
り
、
歌
が
出
な
い

時
点
で
歌
の
闘
い
は
終
る
。
歌
掛
け
の
ル
ー
ル
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
、
そ
れ
は

普
遍
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
歌
垣
で
志
毘
臣
は
歌
を
出
せ
な
か
っ
た
こ

と
で
敗
北
が
決
ま
り
、
歌
垣
（
歌
掛
き
）
は
終
っ
た
の
で
あ
る
。

闘
ひ
明
し
て　
「
闘
」
の
用
字
、底
本
で
は
「
闕
」
に
作
る
。
卜
部
系
の
鈴
鹿
本
（
兼

永
筆
本
）・
曼
殊
院
本
・
猪
熊
本
で
「
開
」
の
右
傍
書
に
「
闘
」、前
田
本
で
は
「
闘
」

の
右
傍
書
に
「
開
」
を
示
す
。
書
写
過
程
で
紛
れ
が
生
じ
て
い
た
が
、『
訂
正
古

訓
古
事
記
』
で
「
闘
」
の
字
を
良
し
と
し
、「
闘
明
」
を
カ
ガ
ヒ
ア
カ
シ
テ
と
訓

読
し
た
。『
記
傳
』
に
は
「
加
賀
比
は
、
男
女
哥
を
よ
み
か
は
し
、
互
に
挑イ

ド

み
競

ア
ラ
ソ

ふ
意
あ
れ
ば
、
闘
と
も
云
べ
し
」
と
し
、「
萬
葉
に
、
加カ

ガ

フ
賀
布
と
用
言
に
も
云
れ

ば
、
闘
を
即チ
用
言
に
、
加
賀
比
と
訓
べ
き
な
り
」
と
す
る
。
カ
ガ
ヒ
は
歌
垣
で

歌
の
掛
け
合
い
を
す
る
と
い
う
意
で
、「
闘
」
の
意
に
合
う
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

高
橋
虫
麻
呂
の
万
葉
歌
に
よ
っ
て
カ
ガ
ヒ
と
訓
読
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
時
代
的

に
遡
っ
て
東
国
方
言
で
訓
む
点
に
疑
問
が
残
る
。『
類
聚
名
義
抄
』
に
「
闘 

タ
ヽ

カ
フ 

イ
サ
カ
フ 

ア
ラ
ソ
フ 

ア
フ
」
と
あ
り
、
こ
こ
で
は
タ
タ
カ
ヒ
と
訓
む
。
夜
を
徹

し
て
う
た
い
交
わ
し
、
夜
が
明
け
て
歌
垣
は
終
わ
り
、
人
々
が
帰
っ
て
行
っ
た
の

で
あ
る
。
歌
垣
は
夜
明
け
と
と
も
に
退
散
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

朝
庭
の
人
等
は
、
旦
は
朝
庭
に
参
ゐ
赴
き
、
昼
は
志
毘
の
門
に
集
ふ　

朝
廷
の
官

人
は
朝
、
仕
事
に
行
き
、
昼
に
は
志
毘
の
家
に
集
ま
っ
た
と
い
う
。
志
毘
臣
の
専

横
ぶ
り
を
伝
え
る
一
文
で
あ
る
。
武
烈
即
位
前
紀
に
は
「
大
臣
平
群
真
鳥
臣
、
専

擅
二
国
政
一
、
欲
レ
王
二
日
本
一
」
と
あ
り
、
国
政
と
皇
位
に
お
い
て
反
乱
者
で
あ
っ

た
が
、
清
寧
記
で
は
国
政
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
反
乱
者
の
志
毘
臣
を
排
除
す
る

の
が
こ
の
歌
垣
の
話
で
あ
っ
て
、
女
鳥
王
の
話
を
見
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
妻

争
い
そ
の
も
の
が
反
乱
説
話
の
一
類
型
で
あ
る
。
歌
の
掛
け
合
い
で
敗
れ
た
志
毘

臣
は
、
朝
、
寝
て
い
る
と
こ
ろ
を
二
王
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
る
。
歌
の
力
に
よ
っ

て
妻
を
得
る
こ
と
が
、
袁
祁
命
の
統
治
者
と
し
て
の
正
統
性
を
示
す
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。

【
解
説
】

袁
祁
命
と
志
毘
臣
に
よ
る
歌
垣
の
六
首
の
歌
は
、『
記
傳
』
が
そ
の
順
序
に
次

の
よ
う
に
疑
問
を
示
し
て
以
来
、
原
歌
群
の
配
列
に
つ
い
て
多
く
の
議
論
を
呼
び
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起
こ
し
て
き
た
。

此
は
傳ヘ
の
間ダ
に
、
歌
の
次ツ

イ
デ第

の
亂
れ
た
る
に
て
、
書
紀
に
、
太
子
の
、

之シ

ホ

セ

ノ

裒
世
能
云
々
の
御
哥
を
、
先ヅ
此コ

コ

に
擧
ら
れ
た
る
ぞ
正
し
か
り
け
る
、
其

故
は
、
此コ

コ處
は
志
毘ノ
臣
が
、
彼ノ
嬢
子
の
手
を
取
て
、
傍ソ

ヒ

立タ
テ

る
を
見
賜
へ
る

所
な
れ
ば
、
先ヅ
袁
祁ノ
命
よ
り
こ
そ
詠ヨ

ミ

か
け
賜
ふ
べ
き
物
な
れ
、
志
毘ノ
臣

先ヅ
詠ヨ

マ
む
も
、
又
此ノ
歌
〔
お
ほ
み
や
の
云
々
〕
も
、
上
文
の
さ
ま
に
叶
は
ず
、

故レ
今
は
下
な
る
斯シ

ホ

セ

ノ

本
勢
能
云
々
の
御
哥
を
此コ

コ處
に
移ウ

ツ

し
て
、
先ヅ
其
御
哥
よ

り
解ト

ク
べ
し
。

『
記
傳
』
の
主
張
は
、
歌
垣
で
志
毘
臣
が
大
魚
の
手
を
取
る
と
す
る
散
文
が
あ

り
、
そ
れ
を
袁
祁
命
が
見
て
い
る
と
い
う
状
況
に
合
致
す
る
歌
は
、
う
た
い
手
が

袁
祁
命
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、袁
祁
命
が「
妻
立
て
り
見
ゆ
」と
う
た
う「
潮
瀬
の
」

の
歌
（
記
107
）
こ
そ
が
ふ
さ
わ
し
い
と
す
る
。
最
初
に
置
か
れ
た
志
毘
臣
の
「
大

宮
の
」（
記
104
）
の
歌
は
散
文
と
か
み
合
っ
て
お
ら
ず
、「
潮
瀬
の
」
の
歌
を
最
初

に
移
し
て
読
み
解
く
べ
き
だ
と
断
ず
る
。
こ
の
歌
が
最
初
に
出
て
く
る
武
烈
紀
の

配
置
こ
そ
正
し
い
と
評
価
す
る
態
度
は
、
記
尊
重
主
義
の
『
記
傳
』
か
ら
す
れ
ば

異
例
で
さ
え
あ
る
。

『
記
傳
』
の
指
摘
を
受
け
て
、『
稜
威
言
別
』
は
紀
の
歌
を
も
と
に
「
記
を
も
一ツ

に
取
合
わ
せ
て
、
皆
そ
の
次
第
を
改
め
」
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
『
記

傳
』
と
同
様
に
顕
宗
記
と
武
烈
紀
の
歌
を
恣
意
的
に
取
り
混
ぜ
る
作
業
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
。
近
代
以
降
に
も
原
歌
群
に
復
元
す
る
試
み
は
続
け
ら
れ
、
西
宮
一

民
「
記
紀
歌
謡
の
歌
順
を
め
ぐ
っ
て
」（
関
西
大
学
『
国
文
学
』
13
、
一
九
五
五

年
二
月
）
は
、
記
の
歌
群
に
お
い
て
「
現
代
意
識
に
基
く
合
理
的
な
判
断
で
、
歌

の
配
列
を
行
っ
て
み
よ
う
」
と
し
、

109
王
・
106
志
／
107
王
・
108
志
／
111
王
・
110
志
（
注
、
本
稿
の
記
104
以
下
の
歌

番
号
を
106
以
下
と
す
る
。
本
稿
の
歌
番
号
は
記
上
巻
の
沼
河
比
売
の
歌
を
一

首
、
允
恭
記
の
軽
太
子
の
歌
「
夷
振
の
上
歌
」
を
一
首
と
見
な
す
た
め
、
二

首
分
少
な
く
な
る
数
え
方
で
あ
る
。
王
は
袁
祁
命
、
志
は
志
毘
臣
の
略
称
）

と
い
う
試
案
を
示
し
た
。
ま
た
、『
古
代
歌
謡
全
注
釈
・
古
事
記
編
』
も
「
そ
れ

ぞ
れ
の
歌
の
意
味
を
正
し
く
生
か
す
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
組
み
合
わ
せ
と
順

序
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
配
列
を
示
し
て
い
る
。

記
108
王
（
紀
87
太
）
↓
志
・
記
110
王
／
記
105
志
・
記
106
王
／
紀
91
王
・
記
109

志
／
紀
90
鮪
↓
王
・
紀
88
志
／
記
107
志
↓
王
・
紀
89
王
（
注
、
本
稿
の
記
104

以
下
の
歌
番
号
を
105
以
下
と
す
る
。
本
稿
の
歌
番
号
は
允
恭
記
の
軽
太
子
の

歌
「
夷
振
の
上
歌
」
を
一
首
と
見
な
す
た
め
、
一
首
分
少
な
く
な
る
数
え
方

で
あ
る
。
王
は
袁
祁
命
・
武
烈
天
皇
即
位
前
の
太
子
、
志
は
志
毘
臣
・
平
群

鮪
臣
の
略
称
。
↓
は
内
容
か
ら
う
た
い
手
を
変
更
）

こ
の
よ
う
な
試
み
は
歌
と
散
文
に
ず
れ
が
あ
る
と
か
う
た
い
手
と
歌
の
内
容

が
合
致
し
な
い
と
い
っ
た
近
代
的
解
釈
や
感
覚
に
よ
る
復
元
案
で
あ
る
こ
と
は

否
め
な
い
。
う
た
い
手
を
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
と
し
て
別
人
物
に
変
え
て
し
ま
う
作

業
が
果
た
し
て
復
元
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
と
い
う
疑
問
さ
え
生
ず
る
。

「
潮
瀬
の
」
の
歌
を
記
の
歌
群
の
冒
頭
に
置
く
案
は
『
記
傳
』
以
来
多
い
が
、

志
毘
臣
の
挑
発
か
ら
始
ま
る
こ
と
に
大
き
な
欠
点
は
な
い
。「
大
宮
」
を
め
ぐ
る

応
酬（
記
104
・
105
）に
端
を
発
し
て
、志
毘
臣
は「
柴
垣
」（
記
106
・
108
）、王
は「
鮪（
志

毘
）」（
記
107
・
109
）
を
取
り
上
げ
て
ま
っ
た
く
か
み
合
わ
な
い
。
そ
れ
が
掛
け
合

い
歌
の
ル
ー
ル
と
見
れ
ば
実
に
よ
く
で
き
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
歌

群
で
欠
か
せ
な
い
の
が
王
の
歌
で
終
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
う
た
い
継
げ
な
い

志
毘
臣
の
敗
北
を
明
示
す
る
。
志
毘
臣
の
歌
で
終
っ
て
は
何
の
意
味
も
な
い
。
記

の
歌
の
組
み
合
わ
せ
や
順
序
は
き
わ
め
て
緊
張
感
を
も
っ
た
構
成
と
言
え
る
。

顕
宗
記
と
武
烈
即
位
前
紀
に
記
載
さ
れ
る
歌
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
意
図
を
も
っ

て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
歌
群
を
歌
垣
の
場
に
安
易
に
結
び
つ
け
る
こ
と

は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
大
宮
」「
大
匠
」「
大
君
」「
臣
の
子
」
の
語
は
民

衆
世
界
の
も
の
で
は
な
い
。「
御
子
」「
志
毘
」「
大
魚
」
は
特
定
の
、
し
か
も
宮
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廷
に
関
わ
る
人
物
を
指
す
。
袁
祁
王
と
志
毘
臣
の
歌
の
掛
け
合
い
は
、
大
魚
を
め

ぐ
る
妻
争
い
が
王
権
へ
の
反
逆
そ
の
も
の
と
し
て
対
立
し
、
袁
祁
王
が
勝
利
し
て

即
位
に
至
る
こ
と
を
語
る
宮
廷
伝
承
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
掛
け
合
い
の
歌
に

は
志
毘
臣
の
敗
北
と
袁
祁
王
の
勝
利
と
い
う
叙
事
が
内
在
し
て
い
る
。
袁
祁
王
即

位
に
関
わ
る
叙
事
の
歌
が
歴
史
叙
述
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
歌
垣
の
歌

を
装
っ
た
叙
事
の
歌
に
よ
っ
て
袁
祁
王
の
即
位
に
至
る
経
緯
が
伝
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
こ
れ
ら
の
掛
け
合
い
の
歌
は
宮
廷
叙
事
歌
と
言
え
る
も
の

で
あ
っ
た
。六

、
置
目
老
媼
へ
の
愛
惜

【
訓
読
文
】

此こ

の
天

す
め
ら
み
こ
と

皇
、
其そ

の
父ち

ち

王お
ほ
き
み、

市
い
ち
の
へ
の辺

王お
ほ
き
みの

御み

骨か
ば
ねを

求
む
る
時
に
、
淡あ

ふ
み
の
く
に

海
国
に
在あ

る
賎い

や

し
き
老お

み
な媼

、
参ま

ゐ
出い

で
て
白ま

を

し
し
く
、「
王み

こ子
の
御
骨
を
埋う

づ

み
し
所と

こ
ろは

、
専も

は

ら
吾あ

れ

能よ

く
知
れ
り
。
亦ま

た
、
其
の
御み

は歯
を
以も

ち
て
知
る
べ
し
」
と
ま
を
し
き
。 

御
歯
は
、

三さ
き
く
さ

枝
の
如ご

と
く
押お

し
歯は

に
坐い

ま
し
き
。 

爾し
か

し
て
、
民た

み

を
起お

こ

し
て
土つ

ち

を
堀ほ

り
、
其
の
御
骨
を
求

め
き
。
即す

な
はち

、
其
の
御
骨
を
獲え

て
、
其
の
蚊か

や屋
野の

の
東

ひ
む
か
しの

山
に
御み

陵は
か

を
作
り
て
葬は

ぶ

り
、
韓か

ら

帒ぶ
く
ろが

子こ

等ら

を
以
て
、
其
の
御
陵
を
守ま

も
ら
し
め
き
。
然し

か
し
て
後の

ち
に
、
其
の
御

骨
を
持
ち
て
上の

ぼ
り
き
。

故か
れ

、
還か

へ

り
上
り
坐
し
て
、
其
の
老
媼
を
召
し
て
、
其
の
、
見み

失う
し
なは

ず
、
貞さ

だ

か

に
其
の
地と

こ
ろを

知
れ
る
こ
と
を
誉ほ

め
て
、
名
を
賜た

ま
ひ
て
置
目
老
媼
と
号な

づ
け
き
。
仍よ

り

て
、
宮み

や
の
内う

ち
に
召
し
入
れ
て
、
敦あ

つ
く
広ひ

ろ
く
慈め

ぐ
み
賜
ひ
き
。
故
、
其
の
老
媼
が
住す

め

る
屋や

は
、
宮
の
辺へ

に
近
く
作
り
て
、
日ひ

ご
と毎

に
必
ず
召
し
き
。
故
、
鐸ぬ

り
てを

大お
ほ
と
の殿

の
戸

に
懸か

け
て
、
其
の
老
媼
を
召
さ
む
と
欲お

も
ほ
す
時
に
、
必
ず
其
の
鐸
を
引
き
鳴な

し
き
。

爾
し
て
、
御み

歌う
た

を
作
り
き
。
其
の
歌
に
曰い

は
く
、

　

浅あ
さ

茅ぢ

原は
ら　

小を

谷だ
に

を
過す

ぎ
て

　

百も
も

伝づ
た

ふ　

鐸ぬ
て

響ゆ
ら

く
も　

置お
き

目め

来く

ら
し
も　

 

　
（
記
110
）

是こ
こ

に
、
置
目
老
媼
白
し
し
く
、「
僕

や
つ
か
れ、

甚い
た

く
耆お老
い
た
り
。
本も

と

つ
国く

に

に
退ま

か

ら
む

と
欲お

も
ふ
」
と
ま
を
し
き
。
故
、
白ま

を
す
随ま

に
まに

退
る
時
に
、
天
皇
見
送
り
て
、
歌
ひ
て

曰
は
く
、

　

置お
き

目め

も
や　

淡あ
ふ

海み

の
置お

き

目め

　

明あ

す日
よ
り
は　

み
山や

ま

隠が
く

り
て　

見み

え
ず
か
も
あ
ら
む　

 

（
記
111
）

【
本
文
】

此
天
皇
、
求
二
其
父
王
市
辺
王
之
御
骨
一
時
、
在
二
淡
海
国
一
賎
老
媼
、
参
出
白（

1
）、

王
子
御
骨
所
レ
埋
者
、
専
吾
能
知
。
亦
、
以
二
其（

2
）御

歯
一
可
レ
知
。 

御
歯
者
、
如
二
三
枝
一

押
歯
坐
也
。 

尓
、
起
レ
民
堀
レ
土
、
求
二
其
御
骨
一
。
即
、
獲
二
其
御
骨
一
而
、
於
二
其

蚊
屋
野
之
東
山
一
、作
二
御
陵
一
葬
、以
二
韓
帒
之（

3
）子

等
一
、令
レ
守
二
其
御
陵
一
。
然
後
、

持
二
上
其
御
骨
一
也
。

故
、
還
上
坐
而
、
召
二
其
老
媼（

4
）一

、
誉
三
其
不
レ
失
レ
見
、
貞
知
二
其
地
一
以
、
賜
レ

名
号
二
置
目
老
媼
一
。
仍
、
召
二
入
宮
内
一
、
敦
広
慈
賜
。
故
、
其
老
媼
所
レ
住
屋
者
、

近
二
作
宮
辺
一
、
毎
レ
日
必
召
。
故
、
鐸
懸
二
大
殿
戸
一
、
欲
レ
召
二
其
老
媼
一
之
時
、

必
引（

5
）二

鳴
其
鐸
一
。
尓
、
作
二
御
歌
一
。
其
歌
曰
、

阿
佐
遅
波
良　

袁
陀
尓
袁
須
疑
弖　

毛
々
豆
多
布　

奴
弖
由
良
久
母　

淤

岐
米（

6
）久

良
斯
母

於
是
、置
目
老
媼
白
、僕
甚
耆
老
。
欲
レ
退
二
本
国
一
。
故
、随
レ
白
退
時
、天
皇
見
送
、

歌
曰
、意

岐
米
母
夜　

阿
布
美
能
淤
岐
米　

阿
須
用
理
波（

7
）　

美
夜
麻
賀
久
理
弖　

美
延
受
加
母
阿（

8
）良

牟

【
校
異
】（
１
）底
本「
自
」。
卜
部
系
に
よ
る
。（
２
）底
本「

」。
卜
部
系
に
よ
る
。

（
３
）
底
本
「
令
」。
卜
部
系
に
よ
る
。（
４
）
底
本
「

」。
卜
部
系
に
よ
る
。（
５
）
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底
本
「
到
」。
卜
部
系
に
よ
る
。（
６
）
底
本
「
未
」。
卜
部
系
に
よ
る
。（
７
）
底

本
「
彼
」。
卜
部
系
に
よ
る
。（
８
）
底
本
ナ
シ
。
卜
部
系
に
よ
る
。

【
現
代
語
訳
】

浅
茅
原
や
小
谷
を
渡
っ
て
、（
百
伝
ふ
）
鐸
の
音
が
鳴
り
響
い
て
い
る
よ
。
置

目
が
や
っ
て
来
る
ら
し
い
よ
。 

　
　
（
記
110
）

置
目
よ
、
淡
海
の
置
目
よ
。
明
日
か
ら
は
山
の
向
こ
う
に
隠
れ
て
見
え
な
く
な

る
の
だ
ろ
う
か
。 

（
記
111
）

 【
語
釈
】

父
王
、
市
辺
王
の
御
骨
を
求
む
る
時
に
、
淡
海
国
に
在
る
賎
し
き
老
媼
、
参
ゐ
出

で
て　

安
康
記
に
、
淡
海
の
佐
々
紀
山
君
の
祖
、
韓
袋
が
淡
海
の
久
多
綿
の
蚊
屋

野
に
多
く
の
猪
鹿
が
い
る
こ
と
を
大
長
谷
王
に
告
げ
た
と
あ
る
。
そ
の
言
葉
が
市

辺
之
忍
歯
王
を
誘
っ
て
殺
害
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
遺
体
は
身
を
切
り
、
馬

の
飼
い
葉
桶
に
入
れ
て
土
を
平
ら
に
し
て
埋
め
、
埋
葬
地
を
分
か
ら
な
く
し
た
。

近
江
国
の
賤
し
い
老
婆
だ
け
が
そ
の
場
所
を
知
っ
て
い
た
と
い
う
。
後
文
に
、
掘

り
出
し
た
市
辺
王
の
骨
を
蚊
屋
野
の
東
の
山
に
御
陵
を
造
っ
て
埋
葬
し
、
韓
袋
の

子
孫
に
守
ら
せ
た
と
あ
る
。
顕
宗
紀
元
年
に
、
韓
袋
宿
禰
は
陵
戸
に
な
っ
た
が
、

倭
袋
宿
禰
は
妹
置
目
の
功
績
で
本
姓
の
佐
々
紀
山
君
の
氏
に
復
さ
れ
た
と
あ
る
。

置
目
に
は
陵
守
り
の
姿
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
尾
畑
喜
一
郎
『
古
代
文
学
序
説
』）。

置
目
は
佐
々
紀
山
君
に
属
す
る
陵
守
り
と
し
て
、
陵
戸
は
賤
民
で
あ
っ
た
た
め
に

「
賎
し
き
老
媼
」
と
記
述
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
置
目
に
は
陵
守
り
の
女
性
司
祭

者
像
が
あ
る
。

御
歯
は
、
三
枝
の
如
く
押
歯
に
坐
し
き　

盛
り
土
も
な
い
埋
葬
地
で
、
置
目
が
市

辺
王
の
骨
と
す
る
根
拠
は
「
御
歯
を
以
て
知
る
べ
し
」
と
す
る
。
そ
の
歯
に
「
三

枝
の
如
く
押
歯
」
の
施
注
が
あ
る
。
押
歯
の
形
状
に
つ
い
て
、『
記
傳
』
は
『
倭

名
類
聚
抄
』
の
「
齵ハ歯
重ナ

リ
、生ル
也ト
、齵

ハ歯
於オ

曾ソ

波ハ

」
を
挙
げ
、『
冠
辞
考
』
の
「
お

し
て
る
や
」
の
条
に
「
襲オ

ソ
ヒ
カ
サ重

な
れ
る
歯
の
お
は
せ
る
を
云
」
と
あ
る
の
を
引
く
。

諸
注
の
多
く
が
こ
の
「
齵
」
説
に
従
い
、「
重
生
」
を
八
重
歯
の
意
と
解
し
て
い
る
。

し
か
し
、
新
編
全
集
『
古
事
記
』
は
八
重
歯
説
を
示
し
な
が
ら
も
、「
オ
シ
は
オ

ホ
シ
（
多
）
と
同
義
で
、
普
通
よ
り
多
く
生
え
て
い
る
歯
の
意
か
」
と
す
る
。
歯

が
「
三
枝
」
に
分
か
れ
て
見
え
る
形
状
は
オ
ホ
シ
歯
、
つ
ま
り
「
押
歯
」
な
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
応
神
記
の
、
矢
河
枝
比
売
の
容
姿
を
う
た
っ
た
蟹
の

歌
に
「
歯は

並な
み

は　

椎し
ひ

菱ひ
し

如な

す
」（
記
42
）
と
あ
り
、『
記
傳
』
は
「
歯
の
鋭ト

き
を
譬

へ
給
へ
る
」
と
解
し
て
い
る
。
そ
れ
は
椎
菱
の
よ
う
に
歯
が
鋭
く
並
ん
で
い
る
形

状
を
言
う
。「
三
枝
の
如
く
押
歯
」
は
そ
れ
と
同
様
に
、
三
つ
叉
の
よ
う
に
先
端

が
多
く
分
か
れ
て
尖
っ
た
歯
の
形
容
と
見
て
よ
い
。
考
古
学
で
は
そ
れ
を
「
叉
状

研
歯
」
と
呼
ぶ
。
叉
状
研
歯
と
は
歯
牙
を
フ
ォ
ー
ク
状
の
、
多
く
は
三
つ
叉
に
加

工
・
変
形
さ
せ
る
縄
文
・
弥
生
期
の
習
俗
で
、
春
成
秀
爾
「
叉
状
研
歯
」（『
国
立

歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
21
）
の
報
告
に
よ
れ
ば
、叉
状
研
歯
の
人
物
は
「
聖

な
る
血
統
に
属
す
る
こ
と
を
標
示
」
し
、「
集
団
の
代
表
」「
部
族
の
始
祖
に
つ
な

が
る
本
家
筋
」
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
と
い
う
。
市
辺
忍
歯
王
に
は
支
配
者

の
古
い
伝
統
で
あ
る
押
歯
を
引
き
継
ぐ
人
物
像
が
認
め
ら
れ
る
（
居
駒
永
幸
「
置

目
来
ら
し
も 

―
『
古
事
記
』
の
最
終
歌
二
首
と
日
継
物
語
―
」『
国
語
と
国
文
学
』

二
〇
一
三
年
五
月
）。

其
の
、
見
失
は
ず
、
貞
か
に
其
の
地
を
知
れ
る
こ
と
を
誉
め
て
、
名
を
賜
ひ
て
置

目
老
媼
と
号
け
き　
「
貞
か
に
」
に
つ
い
て
、『
記
傳
』
は
底
本
「
貞
」、
寛
永
版

本
「
真
」
を
誤
り
と
し
、
延
佳
本
（『
鼇
頭
古
事
記
』）
な
ど
の
「
置
」
に
依
る
と

す
る
。「
慥
に
其
處
に
目
を
着ツ

ケ

心
を
着ツ

ケ

置オ
ク

意
」
と
し
た
上
で
、
市
辺
王
の
遺
骨
の

埋
葬
地
を
教
え
た
置
目
老
媼
は
「
見ミ

オ
キ置

に
因ヨ

れ
る
名
に
て
、
置キ
た
る
目
と
云
意
」

と
解
す
る
。『
古
事
記
大
成
・
本
文
篇
』
な
ど
が
「
見
置
」
の
本
文
を
採
用
し
、『
古

事
記
注
釈
』
も
『
記
傳
』
に
従
い
、「
こ
こ
は
断
乎
と
し
て
「
置
」
で
あ
り
」、「
さ

も
な
け
れ
ば
、
こ
の
老
女
を
ほ
め
て
置オ

キ

目メ
ノ

老オ
ミ
ナ媼

と
名
づ
け
た
ゆ
え
ん
が
不
明
に
帰
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す
る
」
と
強
く
主
張
す
る
。
し
か
し
、鈴
鹿
本
（
兼
永
筆
本
）
の
左
傍
書
に
「
真
イ
」

と
す
る
の
み
で
、
底
本
以
下
諸
本
は
す
べ
て
「
貞
」
で
あ
る
。『
古
事
記
』
修
訂

版
は
諸
本
の
「
貞
」
に
よ
っ
て
考
え
る
べ
き
も
の
と
し
、『
続
紀
』
の
宣
命
三
七

詔
に
「
貞
仁
」、
五
詔
に
「
佐
太
加
尓
」
に
よ
っ
て
サ
ダ
カ
ニ
と
訓
む
。
こ
れ
に

従
う
。
置
目
が
忍
歯
王
の
「
三
枝
」
の
よ
う
な
「
押
歯
」
を
見
忘
れ
な
か
っ
た
背

景
に
は
、
陵
守
り
の
女
性
司
祭
者
の
役
割
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
顕
宗

記
で
は
天
皇
に
よ
っ
て
置
目
老
媼
の
名
が
与
え
ら
れ
、
賤
か
ら
聖
へ
と
置
目
像
が

転
換
す
る
。
御
陵
を
造
っ
て
市
辺
王
を
顕
彰
し
、
そ
の
子
意
祁
袁
祁
二
王
の
日
継

（
皇
位
継
承
）
に
権
威
を
与
え
た
の
は
、置
目
に
よ
る
市
辺
王
の
遺
骨
発
見
で
あ
っ

た
こ
と
を
こ
の
一
文
は
示
し
て
い
る
。

鐸
を
大
殿
の
戸
に
懸
け
て
、
其
の
老
媼
を
召
さ
む
と
欲
ほ
す
時
に
、
必
ず
其
の
鐸

を
引
き
鳴
し
き　
「
鐸
」
は
釣
鐘
型
の
青
銅
製
あ
る
い
は
鉄
製
の
楽
器
で
、
中
の

舌
を
揺
り
動
か
し
て
鳴
ら
す
。
風
鐸
、馬
鐸
の
ほ
か
、鉾
に
も
付
け
た
と
い
う
。『
倭

名
類
聚
抄
』
に
「
鈴
似
鐘
而
小
（
中
略
）
鐸
今
之
鈴
其
匡
以
銅
為
也
」、『
類
聚
名

義
抄
』に「
鐸 

オ
ホ
ス
ヽ 

ヌ
リ
テ
」と
あ
り
、鐸
と
鈴
の
区
別
は
明
確
で
な
い
が
、『
華

厳
経
音
義
私
記
』
の
「
鈴
鐸
上
須
受
下
奴
利
天
」
に
よ
れ
ば
区
別
し
て
い
る
よ
う
で

も
あ
る
。『
古
代
歌
謡
全
注
釈
・
古
事
記
編
』
に
よ
れ
ば
、
鈴
は
口
の
開
い
た
角

形
、
鐸
は
釣
鐘
型
の
違
い
が
あ
る
と
い
う
。
ヌ
テ
は
ヌ
リ
テ
の
ラ
行
音
脱
落
。
こ

の
散
文
叙
述
で
は
大
殿
の
戸
に
懸
け
て
天
皇
が
置
目
を
召
す
時
に
鳴
ら
し
た
と

あ
る
の
で
、『
古
代
歌
謡
全
注
釈
・
古
事
記
編
』
は
置
目
が
鐸
を
鳴
ら
す
歌
と
は

矛
盾
す
る
と
見
て
い
る
。
顕
宗
紀
元
年
に
は「
老
嫗
奉
レ
詔
、鳴
レ
鐸
而
進
」と
あ
り
、

天
皇
は
置
目
の
鐸
の
音
を
聞
い
て
歌
を
詠
ん
だ
と
記
述
す
る
。
顕
宗
記
で
は
、
大

殿
の
鐸
に
対
し
て
、
そ
れ
に
応
じ
て
鳴
ら
す
置
目
の
鐸
が
あ
る
こ
と
を
、
歌
か
ら

読
み
取
れ
る
も
の
と
し
て
散
文
叙
述
に
省
略
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

浅
茅
原　

小
谷
を
過
ぎ
て　
「
浅
茅
原
」
は
丈
の
短
い
茅
が
や
が
生
え
て
い
る
原
。

普
通
名
詞
と
地
名
の
ほ
か
に
、
枕
詞
の
用
法
が
あ
る
。「
小
谷
」
は
、
顕
宗
紀
元

年
の
対
応
歌
（
紀
85
）
で
は
痩
せ
た
土
地
の
意
の
「
小を

そ
ね

」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、

「
浅
茅
原
」
と
「
小
谷
」
は
普
通
名
詞
で
、
原
と
谷
の
二
様
の
地
形
を
並
べ
た
言

い
方
と
見
て
よ
い
。
こ
の
二
句
に
つ
い
て
、『
冠
辞
考
』
は
「
此
老
嫗ハ
は
宮ノ
邊
に

居
れ
ど
も
、鐸
の
音
し
て
ま
い

（
マ
マ
）れ

ば
、御
戯
に
驛

ウ
マ
ヤ

路ヂ

の
さ
ま
に
の
た
ま
へ
る
」
と
、

「
置
目
来
ら
し
も
」
に
か
か
る
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、『
記
紀
歌
謡
新
解
』
は

「「
百
傅
ふ
鐸
搖
ぐ
も
」
と
い
っ
て
驛
鈴
の
様
子
を
述
べ
る
爲
の
序
と
し
た
」
と
解

す
る
。
さ
ら
に
『
古
代
歌
謡
全
注
釈
・
古
事
記
編
』
は
「
鐸
の
音
が
浅
茅
原
小
谷

を
過
ぎ
て
遠
く
へ
響
き
渡
る
意
」
と
し
、「
浅
茅
原
…
…
百
伝
ふ
」
全
体
が
「
鐸
」

の
修
飾
語
に
な
る
と
す
る
。
鐸
の
音
を
「
過
ぎ
て
」
と
表
現
す
る
か
疑
問
が
残
る

も
の
の
、
鐸
の
音
が
浅
茅
原
、
小
谷
を
過
ぎ
て
響
き
渡
る
意
と
見
る
ほ
か
な
い
よ

う
で
あ
る
。

百
伝
ふ　

鐸
響
く
も　

置
目
来
ら
し
も　
「
百
伝
ふ
」
は
鐸
の
音
が
遠
く
ま
で
伝

わ
っ
て
い
く
、
響
き
渡
る
意
。『
冠
辞
考
』
の
よ
う
に
、「
奴
弖
は
驛

ウ
マ
ヤ

路ヂ

の
鐸ス

ヾ
の
意

な
れ
ば
、
百
と
多
く
の
野
山
を
經ヘ

傳
ふ
意
」
と
し
、「
鐸
」
に
か
か
る
枕
詞
と
す

る
見
方
も
あ
る
。
応
神
記
に
「
百も

も

伝づ
た

ふ
角つ

ぬ

鹿が

の
蟹か

に

」（
記
42
）
と
あ
り
、
角
鹿
の

ほ
か
八
十
、
度
会
、
磐
余
に
か
か
る
枕
詞
と
し
て
出
て
く
る
。『
記
紀
歌
謡
新
解
』

の
よ
う
に
、「
浅
茅
原　

小
谷
を
過
ぎ
て
」
を
序
、「
百
伝
ふ
」
を
枕
詞
と
す
る
見

解
も
あ
る
。
駅
鈴
を
付
け
て
遠
く
へ
行
く
意
で
「
百
伝
ふ
」
に
か
か
る
と
す
る
の

が
枕
詞
説
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
鈴
」
で
は
な
く
「
鐸
」
な
の
で
、
ず
れ
が
あ

る
と
す
る
の
は
『
古
代
歌
謡
全
注
釈
・
古
事
記
編
』
の
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
。

「
百
伝
ふ
」
は
鐸
の
音
が
響
き
渡
る
意
と
し
、「
百
伝
ふ
」
ま
で
の
上
三
句
が
序
の

働
き
を
す
る
「
鐸
」
の
説
明
と
い
う
の
が
記
の
理
解
と
見
て
お
く
。「
鐸
響
く
も
」

は
鐸
が
鳴
り
響
く
よ
、
の
意
。
ユ
ラ
ク
は
玉
や
鈴
な
ど
が
触
れ
合
う
音
の
擬
声
語

ユ
ラ
の
動
詞
化
。
万
葉
歌
に
「
白し

ら

塗ぬ
り

の　

小こ

鈴す
ず

も
ゆ
ら
に
」（
19
・
四
一
五
四
）、

「
玉た

ま

箒ば
は
き

　

手
に
取
る
か
ら
に　

揺ゆ

ら
く
玉
の
緒を

」（
20
・
四
四
九
三
）
な
ど
と
あ
る
。

モ
は
感
動
を
表
わ
し
、
顕
宗
紀
元
年
の
対
応
歌
で
は
モ
ヨ
と
詠
嘆
の
助
詞
が
重
な
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る
。「
置
目
来
ら
し
も
」
は
置
目
が
来
る
ら
し
い
よ
、
の
意
。
ラ
シ
は
事
実
に
基

づ
く
推
量
を
表
わ
し
、
こ
の
場
合
、
鐸
の
音
を
聞
い
て
置
目
が
来
る
ら
し
い
と
推

定
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
鐸
を
鳴
ら
す
主
体
は
置
目
と
し
て
読
む
の
が
ふ
さ
わ

し
い
。
と
こ
ろ
が
、
散
文
で
は
「
老
媼
を
召
さ
む
と
欲
ほ
す
時
に
」
鳴
ら
す
の
で

あ
る
か
ら
天
皇
以
外
に
い
な
い
。
歌
と
散
文
の
主
体
の
違
い
が
読
み
方
に
混
乱
を

も
ら
し
て
き
た
。『
記
傳
』
は
「
此ノ
鐸
を
引
鳴
し
て
召
せ
ば
、
い
つ
も
程
な
く
来

る
故
に
、
其
音
を
聞
賜
へ
ば
、
は
や
老
女
が
来
る
如
く
思

オ
ボ
シ

看メ
シ

て
、
か
く
も
よ
ま
せ

賜
ふ
べ
き
に
や
」
と
解
釈
す
る
が
、
天
皇
が
自
分
で
鐸
を
鳴
ら
し
て
お
い
て
置
目

が
来
る
よ
う
だ
と
言
う
の
は
、
強
引
で
成
り
立
た
な
い
。
そ
の
点
、
顕
宗
紀
元
年

は
散
文
に
置
目
が
鐸
を
鳴
ら
し
て
進
む
と
叙
述
す
る
か
ら
、
歌
と
の
あ
い
だ
に
大

き
な
齟
齬
は
生
じ
な
い
。
記
の
場
合
も
、
歌
は
、
置
目
が
鐸
を
鳴
ら
し
て
や
っ
て

来
る
ら
し
い
と
解
し
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
天
皇
の
お
召
し
の
鐸
に
対
し
て
、
置

目
は
鐸
を
鳴
ら
し
て
や
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。

置
目
も
や　

淡
海
の
置
目　

モ
ヤ
は
詠
嘆
の
助
詞
。
万
葉
歌
に
一
例
、
防
人
歌
に

「
家い

へ

な
る
妹い

も

を　

麻
多
美
弖
毛
母
也
（
ま
た
見
て
も
も
や
）」（
20
・
四
四
一
五
）

と
あ
る
。「
籠こ

も

よ
毛
与　

み
籠
持
ち
」（
１
・
一
）
な
ど
、
モ
ヨ
の
形
の
方
が
多
く
、

モ
ヤ
は
む
し
ろ
異
例
と
言
え
る
。
顕
宗
紀
元
年
の
対
応
歌
（
紀
86
）
で
は
モ
ヨ
と

な
っ
て
い
る
。「
淡
海
の
」
は
近
江
国
の
こ
と
で
、
散
文
の
「
本
つ
国
」
す
な
わ

ち
帰
る
べ
き
故
郷
を
指
す
。

明
日
よ
り
は　

み
山
隠
り
て　

見
え
ず
か
も
あ
ら
む　
「
明
日
よ
り
は
」
は
別
れ

に
用
い
る
定
型
句
で
、
万
葉
歌
の
十
四
首
に
見
ら
れ
る
。「
従あ

す
よ
り
は

明
日
者　

我あ
れ

は
恋

ひ
む
な　

名な

欲ほ
り

山や
ま　

岩い
は

踏ふ

み
平な

ら

し　

君
が
越
え
去い

な
ば
」（
９
・
一
七
七
八
）
と

あ
っ
て
、
相
手
が
山
を
越
え
て
見
え
な
く
な
る
別
れ
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
句

は
何
か
を
契
機
と
し
て
明
日
か
ら
変
化
す
る
こ
と
を
詠
む
表
現
法
で
あ
る
。
こ
の

歌
の
場
合
は
、
置
目
が
去
っ
て
い
な
く
な
る
こ
と
へ
の
喪
失
感
、
愛
惜
の
思
い
を

う
た
っ
て
い
る
。「
み
山
」
の
ミ
は
美
称
あ
る
い
は
尊
称
で
、
尊
称
の
場
合
、
山

を
神
々
し
く
思
い
、
神
聖
視
す
る
気
持
ち
を
表
わ
す
。
万
葉
歌
に
「
あ
し
ひ
き
の　

御み

山や
ま

毛も

清さ
や
に

　

落
ち
激た

ぎ
つ　

吉
野
の
川
の
」（
６
・
九
二
〇
）と
あ
る
。「
み
山
隠
り
て
」

は
置
目
の
姿
が
山
に
隠
れ
て
、
遮
ら
れ
て
の
意
。
記
上
巻
の
「
神
語
」
に
は
「
青

山
に
日
が
隠
ら
ば
」（
記
３
）
と
あ
る
。「
見
え
ず
か
も
あ
ら
む
」
は
山
の
陰
に
隠

れ
て
、
見
え
な
く
な
る
の
だ
ろ
う
か
、
の
意
。
カ
モ
は
ア
ラ
ム
を
伴
っ
て
疑
問
を

表
わ
す
定
型
的
表
現
。
万
葉
歌
に「
君
が
あ
た
り
は　

不み

え

ず
所
見
香か

も

あ

ら

む

聞
安
良
武
」（
１
・

七
八
）
と
あ
る
。
置
目
が
帰
郷
す
れ
ば
、
姿
が
見
え
な
く
な
る
の
は
当
然
で
、
な

ぜ
山
に
隠
れ
て
見
え
な
く
な
る
と
う
た
う
の
か
。「
み
山
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

は
看
過
で
き
な
い
。
単
に
視
界
を
遮
る
山
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と

で
、
散
文
に
市
辺
王
の
御
骨
を
蚊
屋
野
の
東
の
山
に
御
陵
を
作
っ
て
葬
っ
た
と
あ

り
、
御
骨
の
場
所
を
教
え
た
の
が
他
な
ら
ぬ
置
目
で
あ
っ
た
。
顕
宗
記
の
こ
の
冒

頭
を
読
む
限
り
、
置
目
は
近
江
国
蚊
屋
野
の
東
の
山
に
帰
る
と
理
解
さ
れ
た
で
あ

ろ
う
。
第
二
句
の
「
淡
海
の
」
と
も
「
み
山
」
は
つ
な
が
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

大
津
皇
子
の
屍
を
移
葬
す
る
歌
に
「
明あ

す日
よ
り
は　

二
上
山
を　

弟い
ろ
せと

我あ

が
見

む
」（
２
・
一
六
五
）
と
あ
る
。
市
辺
王
の
御
陵
の
山
は
「
み
山
」
と
尊
称
さ
れ
る

に
ふ
さ
わ
し
い
（
居
駒
・
前
掲
論
文
）。

【
解
説
】

「
浅
茅
原
」
の
歌
（
記
110
）
は
語
釈
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
歌
と
散
文
と
の
あ

い
だ
に
ず
れ
が
あ
っ
て
解
釈
し
難
い
問
題
が
生
じ
て
い
る
。
記
の
場
合
、
こ
う
し

た
矛
盾
が
少
な
く
な
い
こ
と
は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
特
に
、
こ
の

歌
の
「
鐸
響
く
も
」
の
主
体
は
誰
か
と
い
う
問
題
は
、
記
の
歌
と
散
文
の
関
係
を

見
る
上
で
、
一
つ
の
典
型
的
な
例
に
な
っ
て
い
る
。

「
ら
し
」
は
外
部
の
音
に
よ
っ
て
事
態
を
推
し
量
る
の
で
あ
る
か
ら
、
天
皇
自

ら
鐸
を
鳴
ら
し
て
、
置
目
が
来
た
ら
し
い
と
す
る
の
は
「
ら
し
」
の
用
法
に
合
わ

な
い
。
顕
宗
紀
元
年
で
は
置
目
が
縄
に
懸
け
た
鐸
を
鳴
ら
し
て
進
む
と
あ
る
か
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ら
、
そ
の
よ
う
な
不
自
然
さ
は
な
い
。
そ
こ
で
、『
古
代
歌
謡
全
注
釈
・
古
事
記
編
』

は
「
歌
で
は
鐸
を
鳴
ら
す
の
は
置
目
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
前
文
に
天
皇
が
置
目
を

召
そ
う
と
す
る
時
に
は
鐸
を
鳴
ら
し
た
と
し
て
い
る
の
は
矛
盾
」
と
し
た
わ
け
で

あ
る
。

こ
の
「
矛
盾
」
に
対
し
て
山
口
佳
紀
「『
古
事
記
』
に
お
け
る
散
文
表
現
の
特

色
―
―
歌
謡
と
散
文
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」（『
國
學
院
雑
誌
』108-

11
）は
、

も
と
も
と
天
皇
が
置
目
を
召
し
出
す
た
め
に
設
け
た
鐸
で
は
あ
る
が
、
そ
れ

を
、
大
殿
に
到
着
し
た
置
目
が
鳴
ら
し
た
も
の
と
見
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

と
解
釈
し
、
記
の
場
合
、
歌
謡
か
ら
理
解
で
き
れ
ば
、「
散
文
に
は
必
ず
し
も
明

記
し
な
い
と
い
う
書
き
方
で
あ
る
」
と
の
見
解
を
示
し
た
。「
大
殿
に
到
着
し
た

置
目
が
鳴
ら
し
た
」
と
い
う
点
は
無
理
が
あ
る
が
、
歌
と
散
文
の
関
係
に
対
す
る

考
え
方
は
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
置
目
が
鐸
を
鳴
ら
し
た
と
い
う
散
文
を
詳
し
く

叙
述
し
な
か
っ
た
と
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
。
顕
宗
紀
元
年
で
は
「
鐸
響
く
も
」

の
主
体
を
置
目
と
明
示
す
る
が
、
置
目
の
家
と
宮
と
の
あ
い
だ
に
鐸
を
懸
け
た
縄

を
引
き
渡
す
と
い
う
よ
う
な
、
や
や
過
剰
で
現
実
的
で
な
い
具
体
化
が
起
こ
っ
て

い
る
。
そ
の
点
、
記
の
場
合
は
基
本
的
に
歌
の
叙
事
を
中
心
と
し
、
散
文
は
補
助

的
説
明
と
い
う
文
脈
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
置
目
の
歌
を
見
る
と
、
歌
の
「
鐸
響
く
も　

置
目
来

ら
し
も
」
は
、
天
皇
が
置
目
を
召
す
時
に
鐸
を
引
き
鳴
ら
し
た
と
す
る
散
文
叙
述

に
、
別
の
時
間
と
そ
れ
に
伴
う
出
来
事
や
心
情
を
織
り
込
む
結
果
に
な
っ
て
い
る

と
言
え
る
。「
鐸
響
く
も
」
は
天
皇
が
鳴
ら
す
大
殿
の
戸
の
鐸
に
応
え
て
、
参
内

し
て
く
る
置
目
が
鳴
ら
す
鐸
の
音
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
そ
れ
は

に
懸
け

た
鐸
と
い
う
理
解
で
あ
ろ
う
。
鐸
は
祭
具
で
あ
り
、
陵
守
り
の
女
性
司
祭
者
、
置

目
の
持
ち
物
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
。『
律
令
』
の
「
喪
葬
令
」
に
は
行
進
の
際
に

用
い
る
「
金
鉦
鐃
鼓
」
と
い
う
楽
器
が
出
て
く
る
が
、
こ
の
「
金
鉦
」
は
鈴
に
似

て
い
る
と
い
う
。『
類
聚
名
義
抄
』
に
オ
ホ
ス
ズ
と
す
る
「
鐸
」
に
近
い
も
の
で

あ
ろ
う
。
鐸
は
置
目
の
職
能
を
表
す
祭
具
と
理
解
さ
れ
、
宮
の
近
く
の
家
か
ら
鐸

を
鳴
ら
し
て
大
殿
に
来
る
の
を
、
天
皇
は
「
置
目
来
ら
し
も
」
と
い
と
お
し
み
の

情
で
迎
え
て
い
る
。
置
目
を
詠
む
歌
は
散
文
に
別
の
時
間
や
情
景
、
そ
し
て
心
情

を
組
み
込
み
な
が
ら
、
全
体
と
し
て
天
皇
と
置
目
の
歴
史
叙
述
を
展
開
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
。

「
置
目
も
よ
」
の
歌
（
記
111
）
は
置
目
が
故
郷
の
近
江
国
に
帰
る
の
を
見
送
る

天
皇
の
歌
と
し
て
難
解
な
表
現
は
な
い
。
帰
郷
の
理
由
も
、
年
老
い
た
置
目
が
自

ら
願
い
出
た
の
で
あ
っ
て
、
散
文
と
の
あ
い
だ
に
疑
問
点
は
見
当
た
ら
な
い
。
た

だ
一
点
、
諸
注
は
ま
っ
た
く
問
題
に
し
て
い
な
い
が
、
語
釈
に
示
し
た
よ
う
に
、

「
み
山
隠
り
て
」
の
表
現
は
惜
別
の
情
だ
け
で
片
付
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

帰
郷
を
見
送
る
表
現
と
し
て
は
い
さ
さ
か
大
仰
で
あ
る
。

そ
こ
で
再
び
散
文
と
の
関
係
を
見
る
と
、
こ
の
歌
は
置
目
が
近
江
国
の
ど
こ
に

帰
る
か
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
に
思
い
至
る
。
散
文
に
、
置
目
の
進
言
で
市
辺
王
の

遺
骨
を
発
見
す
る
場
面
に
、「
蚊
屋
野
の
東
の
山
」
に
御
陵
を
造
っ
て
葬
り
、
韓

袋
の
子
孫
に
守
ら
せ
た
と
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
置
目
は
市
辺
王
の
陵
墓
を

守
る
た
め
に
蚊
屋
野
の
東
の
山
に
帰
っ
て
行
く
こ
と
が
わ
か
る
。『
万
葉
集
』
天

智
挽
歌
の
「
御
陵
仕
ふ
る　

山
科
の　

鏡
の
山
に
」（
２
・
一
五
五
）
を
引
く
ま

で
も
な
く
、「
み
山
」
は
市
辺
王
の
御
陵
の
山
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、「
隠

り
て
」
と
い
う
大
仰
な
表
現
は
、
置
目
が
陵
守
り
の
司
祭
者
と
し
て
御
陵
の
山
に

帰
っ
て
行
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
二
首
に
共
通
す
る
表
現
は
、
置
目
と
い
う
人
名
を
詠
み
込
む
こ
と
で
あ

る
。
置
目
の
行
為
や
出
来
事
に
寄
せ
て
詠
み
手
で
あ
る
天
皇
の
心
情
を
表
現
し
て

い
る
。
し
か
し
、そ
れ
は
『
古
代
歌
謡
全
注
釈
・
古
事
記
編
』
が
言
う
よ
う
な
「
歌

謡
的
性
格
を
脱
却
し
た
完
全
な
抒
情
詩
」
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、『
記

紀
歌
謡
評
釈
』
の
言
う
「
山
間
の
民
の
伝
誦
歌
」
と
も
異
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ

な
ら
、
こ
の
二
首
は
置
目
と
い
う
人
物
の
叙
事
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
歌
で
あ
り
、
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そ
の
叙
事
を
共
有
し
享
受
し
う
る
場
に
お
い
て
は
じ
め
て
理
解
さ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
従
っ
て
、
自
立
し
た
抒
情
詩
と
は
言
え
な
い
。

二
首
の
歌
の
叙
事
を
共
有
す
る
た
め
に
は
歌
の
前
後
に
説
明
を
必
要
と
し
、
そ

れ
が
散
文
叙
述
に
な
っ
た
と
考
え
れ
ば
よ
い
。
少
な
く
と
も
、
散
文
に
二
首
の
歌

が
は
め
こ
ま
れ
た
の
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
人
物
名
を
詠
み
込
む
叙
事
の
歌
は
、

そ
の
人
物
の
出
来
事
や
歴
史
を
事
実
と
し
て
現
前
さ
せ
る
機
能
を
も
つ
。
置
目
を

詠
む
歌
は
、
市
辺
王
の
陵
墓
造
営
を
果
た
し
、
市
辺
王
か
ら
顕
宗
へ
の
日
継
を
証

言
す
る
意
味
を
担
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
歌
の
叙
事
は
宮
廷
史
を
伝
え
る
も
う

一
つ
の
歴
史
叙
述
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
市
辺
王
の
遺
骨
の
発
見
と
御
陵
造
営

の
後
、
続
い
て
置
目
の
参
内
と
顕
宗
天
皇
の
歌
が
記
載
さ
れ
る
一
連
の
置
目
の
話

に
は
、
父
市
辺
王
か
ら
子
意
祁
袁
祁
二
王
の
即
位
へ
と
い
う
日
継
の
次
第
の
根
拠

を
明
示
す
る
意
味
が
あ
る
。
置
目
を
詠
む
歌
は
顕
宗
天
皇
の
日
継
に
関
わ
る
歴
史

叙
述
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。


